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第１章 計画策定にあたって 

１ 計画の趣旨 

本市においては、「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和５７年法律８０号)」及び「国民健

康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針（平成２６年３月厚生労働省告示）」の規定

に基づき、平成２０年（２００８年）４月に「大阪狭山市特定健康診査等実施計画」、平成２７

年（２０１５年）３月に「大阪狭山市国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）」を

策定し、以降、定期的に計画の見直しを行い、被保険者の健康課題の分析や特定健康診査等の

各保健事業に取り組んできました。 

その中で、「新経済・財政再生計画改革工程表２０２２（令和４年（２０２２年）１２月経済

財政諮問会議）」において、「保険者が策定するデータヘルス計画の手引きの改訂等を行うとと

もに、当該計画の標準化の進展にあたり、保険者共通の評価指標やアウトカムベースでの適切

なＫＰＩの設定を推進する。」と示され、効果的・効率的な保健事業の実施に向けて、標準化の

取組みや評価指標の設定の推進が進められました。 

また、特定健康診査及び特定保健指導については、基本的な健診の項目や標準的な質問票の

変更、特定保健指導の実績評価におけるアウトカム評価の導入などの見直しが行われ、「特定

健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」及び「標準的な健診・保健指導プログ

ラム」が令和５年（２０２３年）３月に改訂され、令和６年（２０２４年）４月より適用され

ます。 

本市においても、これまでの特定健康診査等の各保健事業の実績を分析・評価するとともに、

被保険者の健康課題を的確に捉え、健康・医療情報を活用してＰＤＣＡサイクルに沿った効果

的かつ効率的な保健事業を実施することにより、健康の保持増進、生活の質（ＱＯＬ）の維持

及び向上を図り、結果として医療費の適正化及び健康寿命の延伸に資することを目指し、「第

３期保健事業実施計画（データヘルス計画）」及び「第４期特定健康診査等実施計画」を一体的

に策定します。 
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２ 計画の位置づけ 

「大阪狭山市国民健康保険第３期保健事業実施計画（データヘルス計画）及び第４期特定健

康診査等実施計画（以下「本計画」という。）」は国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に

関する指針第５及び高齢者の医療の確保に関する法律第１９条の規定に基づき策定します。 

策定にあたり、国の「健康日本２１（第三次）」及び「第４期医療費適正化計画」や大阪府の

「第４次大阪府健康増進計画」、「第４期医療費適正化計画」及び「大阪府国民健康保険運営方

針」に対応し、これらと整合するものとします。また、「第五次大阪狭山市総合計画」を上位計

画とし、「健康大阪さやま２１」及び「大阪狭山市高齢者保健福祉計画及び第９期介護保険事業

計画」など関連する計画との整合性も図ります。 

 

図表１ 計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画期間 

本計画は令和６年度（２０２４年度）から令和１１年度（２０２９年度）までの６か年計画

とします。また、令和８年度（２０２６年度）には中間評価を実施します。 

 

図表２ 計画期間 
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第２章 大阪狭山市の現状 

１ 大阪狭山市の概況 

（１）地理的・社会的環境 

本市は、大阪平野の東南部に位置し、東は富田林市、西及び北は堺市、南は河内長野市に接

しており、面積は１１．９２㎢となっています。 

また、大阪市中心部から直線距離で２０㎞圏に位置し、市内を縦貫している南海電気鉄道高

野線の３つの駅があり、大阪市中心部とは約２５分で結ばれています。 

本市の地形は、丘陵、高位・中位・低位の３面からなる段丘、谷底の低地、開析谷などから

なり、市の南西部一帯に広がる丘陵は、「狭山丘陵」とも呼ばれ、泉北丘陵の東部にあたります。 

本市は瀬戸内気候で、冬季に降水量が少なく、平均気温は１７度前後で推移しており、比較

的温暖な気候となっています。 

 

 

 

（２）医療アクセス 

本市には病院が７か所、病床が２，４１５床、一般診療所が５２か所、歯科診療所が４０か

所あり、本市の人口１０万対病院数、病床数、歯科診療所数はともに大阪府、全国と比較して

多くなっていますが、一般診療所数は大阪府よりも少なくなっています。 

 

図表３ 医療提供体制等の比較 

 
大阪狭山市 大阪府 全国 

実数 人口１０万対 人口１０万対 人口１０万対 

病院数 ７ １２.０ ５.８ ６.５ 

病床数 ２,４１５ ４,１２８.５ １,１８２.６ １,２６２.０ 

一般診療所数 ５２ ８８.９ ９８.６ ８３.１ 

歯科診療所数 ４０ ６８.４ ６１.８ ５４.１ 

※病院：病床数が２０床以上の医療機関 

診療所：入院できる施設がないか、病床数１９床以下の医療機関 

 

資料：大阪府医療施設調査（令和４年（２０２２年）１０月１日現在） 
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（３）大阪狭山市の人口・被保険者数の推移 

総人口は令和５年（２０２３年）３月末現在で５８，１１８人であり、６５歳以上の高齢者

人口が多く１５歳未満の年少人口が少ないつぼ型になっています。また、本市国民健康保険の

被保険者数は１０，６０８人で、加入率は１８．３％となっています。高齢化率の推移をみる

と平成２０年（２００８年）から令和５年（２０２３年）にかけて約８％増加しています。 

 

図表４ 性・年齢階級別の人口分布及び国保被保険者分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳及び被保険者台帳（令和５年（２０２３年）３月末現在） 

 

図表５ 年齢階級別の人口分布及び高齢化率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年 9月末現在）  
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被保険者数は年々減少傾向にあり、令和５年（２０２３年）の被保険者数は１０，３８３人

で、平成２５年（２０１３年）と比較して５，１５１人の減少となっています。 

また、高齢化率は４５．２％で、平成２５年（２０１３年）から約７％増加しています。 

 

図表６ 年齢階級別の国民健康保険被保険者分布及び高齢化率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：被保険者台帳（各年 9月末現在） 

 

 

（４）平均寿命・健康寿命 

本市における平均寿命と健康寿命は男女ともに大阪府、全国よりも長いものの、その差をみる

と、男女ともに全国よりも差が大きくなっています。 

 

図表７ 性別の平均寿命及び健康寿命の比較（令和３年（２０２１年）） 

             【男性】                      【女性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：大阪府保健医療室健康づくり課資料 
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（５） 死因の状況 

① 死因別死亡割合 

死因別死亡割合は、生活習慣病によるものが５７％であり、大阪府よりも高くなっています。 

 

図表８ 死因別死亡者数の割合 

【大阪狭山市】                    【大阪府】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※端数処理のため、割合の合計が一致しない場合があります。 

資料：大阪府衛生年報（令和３年（２０２１年）人口動態） 

 

② 標準化死亡比 

本市の標準化死亡比は、男女ともに「肺炎」で高いほか、「腎不全」でも高い傾向がみられます。 
 

図表９ 男女別の主要疾病標準化死亡比（全国１００に対する年齢を考慮した死亡率の比）の推移 
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【女性】 

 

 

 

 

 

 

 

資料：人口動態統計特殊報告  
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（６）要介護認定者の状況 

要介護認定者数は年々増加傾向となっています。令和４年度（２０２２年度）における要介

護認定率は２０．７％で、大阪府より低いものの、全国よりも高くなっています。 
 
 

図表１０ 要支援・要介護認定者数の推移（１号被保険者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省 介護保険事業状況報告月報（各年度９月末現在） 

 

 

図表１１ 要介護認定率の推移（１号被保険者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省 地域包括ケア「見える化」システム（各年度３月末現在） 
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４０歳以上の人における要介護認定状況別の医科レセプト１件当たりの医療費を示してい

ます。要介護認定者と要介護認定なしのいずれも大阪府や全国と比べて低くなっていますが、

要介護認定者と要介護認定なしの差は約２倍となっています。 

 

図表１２ 要介護認定状況別の医科レセプト１件当たりの医療費（４０歳以上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：ＫＤＢシステム（以下「ＫＤＢ」という。）（地域の全体像の把握：令和４年度（２０２２年度）） 

 

 

要介護認定者の有病者割合を疾病別にみると、「その他」以外では「心臓病」が最も高く、次

に「筋・骨格疾患」が続きます。 

 

図表１３ 疾病別 要介護認定者の有病者割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※同一人物が複数の疾患を有する場合があるため、合計は１００％になりません 

資料：ＫＤＢ（要介護（支援）者有病状況） 
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２ 医療費分析 

（１）医療費全体の状況 

① 費用区分別医療費の比較 

本市の国民健康保険の被保険者にかかる１人当たり年間医療費は、大阪府や全国と比べて高

く３９７，７３７円になっており、特に「入院外+調剤」で１．５万円ほど高くなっています。 

一方で、「入院（食事を含む）」は大阪府や全国より低くなっています。 

 

図表１４ 被保険者１人当たり年間医療費の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※端数処理のため、各費用区分の医療費の合計が一致しない場合があります。 

資料：大阪府国民健康保険事業状況・国民健康保険事業年報（令和２年度（２０２０年度）） 

 

② 医療費（医科）の推移 

医療費（医科）の推移は年々増加傾向にあり、令和４年度（２０２２年度）で約４３億円と

なっています。 

図表１５ 医療費（医科）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※入院外（調剤含む） 

※端数処理のため、医療費の合計が一致しない場合があります。 

資料：ＫＤＢ（地域の全体像の把握） 

15.8 16.1 15.7 16.7

24.9 25.2 26.1 26.1

40.7 41.3 41.7 42.8

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

（億円）

入院 入院外

140,200 

141,601 

144,100 

211,238 

196,438 

194,370 

30,972 

29,894 

25,159 

5,163 

5,787 

2,548 

10,164 

8,564 

4,703 

397,737

382,285

370,881

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000

大阪狭山市

大阪府

全国

（円/人）
入院（食事含む） 入院外＋調剤 歯科 柔整 その他

（円/人）

入院（食事含む） 入院外＋調剤 歯科 柔整 その他



第２章 大阪狭山市の現状 

10 

 

 

 

 

レセプト件数（医科）の推移をみると、令和２年度（２０２０年度）以降、横ばい状態で推

移しており、令和４年度（２０２２年度）は入院外が９９，６１５件、入院が２，５４９件で

件数全体は１０２，１６４件となり、令和元年度（２０１９年度）よりも全体で１０，２３３

件の減少となっています。 

図表１６ レセプト件数（医科）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※入院外（調剤含む） 
 

資料：ＫＤＢ（地域の全体像の把握） 
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③ 被保険者１人当たり年間医療費（医科） 

令和４年度（２０２２年度）の年代別被保険者１人当たり年間医療費（医科）をみると、年

齢とともに医療費が高くなる傾向があります。 

 
 

図表１７ 年代別被保険者１人当たり年間医療費の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※医科のみ 

資料：ＫＤＢ（疾病別医療費分析（生活習慣病）：令和４年度（２０２２年度）） 
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（２）主要疾患別医療費の状況 

① 総医療費に占める生活習慣病の割合 

令和３年度（２０２１年度）の総医療費に占める生活習慣病の割合は３２．８％でした。 

生活習慣病のうち「がん」を除くと、「糖尿病」が１６．７％と最も多く、次いで、「高血圧

症」が９．５％、「脂質異常症」が７．４％となっています。 

 

 

図表１８ 総医療費に占める生活習慣病の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

順位 傷病名 
総医療費に 

占める割合（％） 

総医療費 

（円） 

入院医療費

（円） 

入院外医療費

（円） 

１ 腎不全 7.2 298,552,820 37,546,300 261,006,520 

２ その他の悪性新生物＜腫瘍＞ 6.1 253,415,590 126,007,600 127,407,990 

３ 糖尿病 5.7 236,640,160 19,792,130 216,848,030 

４ その他の心疾患 4.6 192,193,440 96,679,670 95,513,770 

５ 
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想

性障害 
3.8 157,778,750 116,210,770 41,567,980 

６ 気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞ 3.7 154,440,470 42,338,110 112,102,360 

７ その他の消化器系の疾患 3.6 149,446,240 52,963,850 96,482,390 

８ その他の神経系の疾患 3.3 135,703,210 60,287,970 75,415,240 

９ 高血圧性疾患 3.1 129,415,180 10,333,560 119,081,620 

10 その他の眼及び付属器の疾患 2.9 121,705,510 19,903,910 101,801,600 

資料：ＫＤＢ（疾病別医療費分析：令和３年度（２０２１年度）） 
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② 生活習慣病における医療費の推移 

生活習慣病における医療費総額は上昇傾向にあり、令和４年度（２０２２年度）で約１３億

円となっています。令和４年度（２０２２年度）の入院医療費に占める割合をみると、約６０％

をがんが占めており、脳血管疾患（脳梗塞、脳出血）や虚血性心疾患（心筋梗塞、狭心症）の

割合も高くなっています。また、入院外医療費は、がんに次いで糖尿病、高血圧症、脂質異常

症の割合が高くなっています。 

 
図表１９ 生活習慣病における医療費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：ＫＤＢ（疾病別医療費分析（生活習慣病）） 

ただし、筋・骨格、精神を除く 

 
図表２０ 生活習慣病における各疾病の医療費の割合 

疾病名 

生活習慣病

総医療費に

占める割合

（％） 

総医療費（円） 

入院 入院外 

医療費（円） 
レセプト 

件数（件） 
医療費（円） 

レセプト 

件数（件） 

がん 58.9 760,611,010 311,505,230 321 449,105,780 3,441 

糖尿病 16.6 214,413,250 13,751,950 36 200,661,300 6,651 

高血圧症 8.7 112,182,880 6,349,880 20 105,833,000 8,622 

脂質異常症 7.0 90,732,410 1,484,670 4 89,247,740 6,821 

脳梗塞 3.9 49,799,340 40,296,000 62 9,503,340 507 

狭心症 1.9 24,079,380 15,396,230 17 8,683,150 392 

心筋梗塞 1.5 19,232,770 17,741,310 19 1,491,460 31 

脳出血 0.8 10,921,860 10,381,820 17 540,040 22 

動脈硬化症 0.3 4,402,810 1,171,820 2 3,230,990 164 

脂肪肝 0.3 3,809,520 0 0 3,809,520 193 

高尿酸血症 0.2 2,244,150 0 0 2,244,150 220 

合計 100.0 1,292,429,380 418,078,910 498 874,350,470 27,064 

※端数処理のため、割合の合計は１００％になりません。 

資料：ＫＤＢ（疾病別医療費分析（生活習慣病）：令和４年度（２０２２年度）） 

ただし、筋・骨格、精神を除く   

生活習慣病における医療費(入院外)

生活習慣病における医療費(入院)

被保険者１人当たり医療費

生活習慣病における医療費(入院外)

生活習慣病における医療費(入院)

被保険者１人当たり医療費

被保険者１人当たり医療費

レセプト１件当たり医療費

被保険者１人当たり医療費

レセプト１件当たり医療費
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③ 入院・入院外別の状況 

令和４年度（２０２２年度）の入院の生活習慣病における被保険者１人当たりの医療費をみ

ると、特に男性で年齢が増すにつれて増加していく傾向がみられます。男性では７０～７４歳

で１０６，５２６円、女性では７０～７４歳で５１，５７３円となっており、男性では女性よ

りも２倍程度高くなっています。 

 

図表２１ 性年代別生活習慣病における被保険者１人当たり医療費（入院） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：ＫＤＢ（疾病別医療費分析（生活習慣病）：令和４年度（２０２２年度）） 

ただし、筋・骨格、精神を除く 

 

入院外の生活習慣病における被保険者１人当たりの医療費をみると、男女ともに、年齢が増

すにつれて増加していく傾向がみられ、男性では７０～７４歳で１８７，３６３円、女性では

１２３，０２７円となっており、男性のほうが高くなっています。 

 

図表２２ 性年代別生活習慣病における被保険者１人当たり医療費（入院外） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：ＫＤＢ（疾病別医療費分析（生活習慣病）：令和４年度（２０２２年度）） 

ただし、筋・骨格、精神を除く        
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（３）生活習慣病における疾病別受診状況 

令和４年度（２０２２年度）の生活習慣病における疾病別受診状況を被保険者千人当たりの

レセプト件数でみると、「高血圧症」で最も多く、千人当たり６６．８件となっています。また、

「脂質異常症」、「がん」、「脳梗塞」、「高尿酸血症」、「脂肪肝」、「動脈硬化症」の受診件数は、

大阪府、全国よりも多くなっています。 

 

図表２３ 生活習慣病における疾病別被保険者千人当たりレセプト件数の比較  （件） 

疾病名 大阪狭山市 大阪府 全国 

高血圧症 ６６.８ ６７.５ ７４.５ 

脂質異常症 ５２.８ ４７.４ ４８.９ 

糖尿病 ５１.７ ４９.４ ５５.３ 

がん ２９.１ ２６.９ ２７.０ 

脳梗塞 ４.４ ３.７ ４.２ 

狭心症 ３.２ ４.５ ５.４ 

高尿酸血症 １.７ １.３ １.４ 

脂肪肝 １.５ １.４ １.３ 

動脈硬化症 １.３ ０.７ ０.６ 

心筋梗塞 ０.４ ０.４ ０.４ 

脳出血 ０.３ ０.５ ０.５ 

資料：ＫＤＢ（疾病別医療費分析（生活習慣病）：令和４年度（２０２２年度）） 

ただし、筋・骨格、精神を除く 

 

➀ 虚血性心疾患 

虚血性心疾患の千人当たりレセプト件数は全年齢で大阪府、全国より少なくなっています。 

 

図表２４ 年齢階級別被保険者千人当たりレセプト件数（虚血性心疾患・入院） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資料：ＫＤＢ（疾病別医療費分析（中分類）：令和３年度（２０２１年度）） 
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② 脳血管疾患 

脳血管疾患の千人当たりレセプト件数は４０～４９歳、６０～６４歳で大阪府、全国より多

くなっています。 

 

図表２５ 年齢階級別被保険者千人当たりレセプト件数（脳血管疾患・入院） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：ＫＤＢ（疾病別医療費分析（中分類）：令和３年度（２０２１年度）） 

 

③ 人工透析 

人工透析の千人当たりレセプト件数は５０～５９歳で大阪府、全国より特に多くなっており、

６０歳以降でも多くなっています。  

 

図表２６ 年齢階級別被保険者千人当たりレセプト件数（人工透析・入院+外来） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：ＫＤＢ（疾病別医療費分析（中分類）：令和３年度（２０２１年度）） 
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本市国民健康保険における人工透析患者の総数は増加傾向で、令和４年度（２０２２年度）

には４９人となっています。女性に比べて男性で多く、６０歳以降で特に多い状況です。 

新規透析患者数は０～１人で推移しており、他の健康保険加入中に透析導入済みの患者が本

市国民健康保険に加入したことが患者数の増加要因と考えられます。 

 

図表２７ 新規透析患者数と人工透析患者数の推移        （人） 

 
令和元年度 

（２０１９年度） 

令和２年度 

（２０２０年度） 

令和３年度 

（２０２１年度） 

令和４年度 

（２０２２年度） 

新規透析患者数 ０ １ ０ ０ 

透析継続患者数 ４４ ４７ ４６ ４９ 

透析患者総数 ４４ ４８ ４６ ４９ 

資料：ＫＤＢ（疾病別医療費分析（細小分類）） 

 

図表２８ 性年代別人工透析患者数             （人） 

 男性 女性 総計 

５０歳未満 ０ ０ ０ 

５０歳代 ６ ５ １１ 

６０歳代 １０ ７ １７ 

７０～７４歳 １４ ７ ２１ 

合計 ３０ １９ ４９ 

資料：ＫＤＢ（疾病別医療費分析（細小分類）：令和４年度（２０２２年度）） 

 

人工透析患者の主要原疾患割合における糖尿病性腎症の割合は増加傾向にあり、令和３年

（２０２１年）には主要原疾患の中で最も多くなっています。人工透析導入の抑制を図るため

にも、糖尿病合併を引き起こす前からの対策が重要となっています。 

 

図表２９ 人工透析患者数の主要原疾患割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：一般社団法人日本透析医学会「わが国の慢性透析療法の現況（２０２１年１２月３１日現在）」図１０を改変 

74.5 

58.8 

46.6 

32.4 

24.6 

7.4 

18.2 

29.2 

37.6 
39.6 

18.1 
23.0 

24.2 

30.0 

35.8 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

昭和58年

（1983年）

平成５年

（1993年）

平成15年

（2003年）

平成25年

（2013年）

令和３年

（2021年）

（％）

慢性糸球体腎炎 糖尿病性腎症 その他の腎疾患（不明を含む）



第２章 大阪狭山市の現状 

18 

 

 

④ 高血圧性疾患 

高血圧性疾患の千人当たりレセプト件数は年齢が高くなるにつれ多くなっていますが、０～

３９歳を除いた全ての年代で大阪府や全国より少なくなっています。 

 

図表３０ 年齢階級別被保険者千人当たりレセプト件数（高血圧性疾患・外来） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：ＫＤＢ（疾病別医療費分析（中分類）：令和３年度（２０２１年度）） 

 

⑤ 糖尿病 

糖尿病の千人当たりレセプト件数は年齢が高くなるにつれ多くなっていますが、ほとんどの

年代で大阪府や全国より少なくなっています。 

 

図表３１ 年齢階級別被保険者千人当たりレセプト件数（糖尿病・外来） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：ＫＤＢ（疾病別医療費分析（中分類）：令和３年度（２０２１年度）） 
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⑥ 脂質異常症 

脂質異常症の千人当たりレセプト件数は一部の年代で大阪府や全国より多くなっています。 

 

図表３２ 年齢階級別被保険者千人当たりレセプト件数（脂質異常症・外来） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：ＫＤＢ（疾病別医療費分析（中分類）：令和３年度（２０２１年度）） 

 

⑦ がん（新生物） 

「気管、気管支及び肺」及び「乳房」のがんの割合が高くなっています。がんの医療費は高

額であることから、がん検診受診率を向上させ、医療費の適正化を図る必要があります。 

 

図表３３ がん（新生物）の医療費 

疾病分類 

大阪狭山市 大阪府 

医療費 

（円） 

医療費

割合

（％） 

医療費 

（円） 

医療費

割合

（％） 

気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞ 109,839,530  14.4  16,174,342,550  15.6  

乳房の悪性新生物＜腫瘍＞ 80,669,080  10.6  10,406,665,110  10.1  

結腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 66,167,730  8.7  6,449,912,970  6.2  

悪性リンパ腫 49,512,460  6.5  5,133,970,430  5.0  

胃の悪性新生物＜腫瘍＞ 49,377,070  6.5  5,871,979,830  5.7  

良性新生物＜腫瘍＞及びその他の新生物＜腫瘍＞ 47,698,740  6.3  8,054,263,970  7.8  

白血病 38,974,060  5.1  4,093,143,240  4.0  

直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 30,772,590  4.0  4,518,266,360  4.4  

子宮の悪性新生物＜腫瘍＞ 22,607,040  3.0  2,096,687,420  2.0  

肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞ 2,329,600  0.3  2,915,046,820  2.8  

その他の悪性新生物＜腫瘍＞ 262,663,110  34.5  37,755,064,820  36.5  

合計 760,611,010  100.0  103,469,343,520  100.0  

※端数処理のため、割合の合計は１００％になりません。 

資料：ＫＤＢ（疾病別医療費分析（中分類）：令和４年度（２０２２年度））  
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⑧ 肺炎・骨折等 

肺炎の千人当たりレセプト件数は６０歳代で大阪府、全国と比べて特に多くなっています。

また、骨折と骨粗しょう症は、ほとんどの年代で大阪府、全国より多くなっています。 

 

図表３４ 年齢階級別被保険者千人当たりレセプト件数（肺炎・入院） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表３５ 年齢階級別被保険者千人当たりレセプト件数（骨折・入院・女性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表３６ 年齢階級別被保険者千人当たりレセプト件数（骨粗しょう症・外来・女性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

資料：ＫＤＢ（疾病別医療費分析（中分類）：令和３年度（２０２１年度）） 
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（４）後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用状況 

後発医薬品の使用割合（数量シェア）の推移をみると、年々上昇しているものの、大阪府よ

りも低く推移しています。令和４年（２０２２年）９月の数量シェアは目標とする８０％以上

には達しておらず、大阪府と比較して６．４ポイント低くなっています。 

 

図表３７ 後発医薬品使用割合の推移（数量シェア） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「保険者別の後発医薬品の使用割合」 

 

 

（５）重複・頻回受診及び重複・多剤服薬の状況 

新型コロナウイルス感染症流行による受診控えの影響もあり、一時期は該当者が減少したも

のの、重複・多剤投与者は令和４年度（２０２２年度）には元の水準まで増加しています。 

 

図表３８ 重複・頻回受診及び重複・多剤服薬の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：ＫＤＢ（重複・頻回受診の状況、重複・多剤処方の状況） 
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（６）がん検診等実施状況 

がん検診受診率の状況をみると、大阪府と比べて乳がんや子宮頚がん検診の受診率が高くな

っていますが、胃がん検診は大阪府や全国の受診率よりも低くなっています。 

骨粗しょう症検診と歯科健診の受診率を年代別でみると、骨粗しょう症検診は６５歳以上で

高く、歯科健診は６０歳で高くなっていますが、どちらも若年層の受診率が低い状況です。 

 

図表３９ がん検診受診率                （％） 

 胃がん 大腸がん 肺がん 乳がん 子宮頚がん 平均 

集計対象年齢 ５０～６９歳 ４０～６９歳 ４０～６９歳 ４０～６９歳 ２０～６９歳  

大阪狭山市 ２.９ ５.６ ５.５ １５.１ ２１.３ １０.０８ 

大阪府 4.0 ５.２ ４.７ １３.0 １５.７ ８.５２ 

全国 ６.５ ７.0 ６.0 １５.４ １５.４ １０.０６ 

資料：令和３年度（２０２１年度）地域保健・健康増進事業報告 

 

図表４０ 大阪狭山市における骨粗しょう症検診の受診率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和３年度（２０２１年度）地域保健・健康増進事業報告 

 

 

図表４１ 大阪狭山市における歯科健診の受診率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和３年度（２０２１年度）地域保健・健康増進事業報告 

1.6%

0.2%

1.5%

2.3%

1.2%

4.9% 5.1%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

40歳 45歳 50歳 55歳 60歳 65歳 70歳

2.4%

3.9%

7.0%

2.8%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

40歳 50歳 60歳 70歳



第２章 大阪狭山市の現状 

23 

 

３ 特定健康診査 

（１）特定健康診査の実施状況 

① 特定健康診査の受診率の推移 

特定健診の受診率をみると、令和元年度（２０１９年度）以降上昇傾向で全国、大阪府の受

診率よりも高く推移し、令和４年度（２０２２年度）は３７．６％となっています。 

今後、目標とする６０％を達成するための対策が必要となっています。 

 

図表４２ 特定健診の受診率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：特定健診・特定保健指導実施結果 法定報告（以下「法定報告」という。） 
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② 特定健康診査の性年代別受診状況 

性年代別に特定健診の受診状況をみると、年齢が高くなるにつれ受診率が高くなり、令和４

年度（２０２２年度）は、７０～７４歳の男性で４６．１％、７０～７４歳の女性で４６．７％

となっています。一方で、４０～５０歳代は２０％前後と低い状況で推移しています。 

また、多くの年代において、男性よりも女性の受診率が高い傾向があります。 

 

図表４３ 性年代別特定健診受診率の推移 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：法定報告 
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③ 月別特定健康診査受診状況 

月別特定健診受診状況については、どの年度も同じように推移しており、９月以降に上昇し、

１０月に高くなっています。また、受診期間が終了する３月についても高くなっています。 

 

図表４４ 月別特定健診受診状況の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：特定健診等データ管理システム ＴＫＡＣ０２０ 特定健診・特定保健指導進捗実績管理表 

 

 

④ 特定健康診査継続受診状況 

３年累積特定健診受診率をみると、１９．５％が３年連続受診者であり、大阪府と比べて多

くなっています。 

 

図表４５ ３年累積特定健診受診率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：ＫＤＢ 被保険者管理台帳（令和元年度（２０１９年度）～令和３年度（２０２１年度）） 
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⑤ 特定健康診査受診状況と医療利用状況 

特定健診未受診者のうち、約半数は生活習慣病で医療機関を受診しています。 

なお、健診も医療も未受診である健康状態未把握者が特定健診対象者全体の１３％となって

います。 

 

図表４６ 特定健診受診状況と医療利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※端数処理のため、割合の合計は１００％になりません。 

資料：ＫＤＢ 医療機関受診と健診受診の関係表（令和３年度（２０２１年度）） 

 

 

  

17.0%

13.0%

21.0%

19.4%

34.4%

30.2%

1.9%

2.1%

8.1%

9.7%

17.5%

25.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

大阪府

大阪狭山市

健診なし/医療なし 健診なし/医療あり（生活習慣病なし）

健診なし/医療あり（生活習慣病あり） 健診あり/医療なし

健診あり/医療あり（生活習慣病なし） 健診あり/医療あり（生活習慣病あり）

健診なし/医療なし 健診なし/医療あり（生活習慣病なし）

健診なし/医療あり（生活習慣病あり） 健診あり/医療なし

健診あり/医療あり（生活習慣病なし） 健診あり/医療あり（生活習慣病あり）
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⑥ 特定健康診査対象者の状況 

令和４年度における特定健診の対象者の状況をみると、健診未受診者で生活習慣病の治療中

の人は３,０２６人（健診対象者の３９.９％）となっています 

また、健診受診者で生活習慣病の治療中の人は２,３５５人（健診対象者の３１.０％）とな

っています。 

健診受診者で生活習慣病の治療中であるものの、コントロール不良の人は１,２４７人（健診

対象者の１６.４％）となっています。また、健診受診者の情報提供者のうち、医療受診の必要

な人は１８９人（健診対象者の２.５％）となっており、コントロール不良者と合わせた重症化

予防事業対象者人数は１,４３６人（健診対象者の１８.９％）となっています。 

 

図表４７ 特定健診対象者の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ＫＤＢによる独自集計値のため、法定報告の数値とは一致しません。 

資料：ＫＤＢ（厚生労働省様式（様式５－５）：令和４年度（２０２２年度）） 

 

  

１,７１７人 
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２,３５５人 
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１,１０８人 
１４.６％ 

良 

特定保健指導 

１９人 
０.３％ 

積極的支援 

８０人 
１.１％ 

動機づけ支援 

１８９人 
２.５％ 

受診必要 

健診結果の判定 

２０４人 
２.７％ 

受診不必要 

５９６人 
７.９％ 

メタボ該当者 

３３９人 
４.５％ 

メタボ予備群 
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（２）特定健康診査結果の状況 

① 特定健康診査における有所見者割合の比較 

令和４年度（２０２２年度）の特定健診における男性の有所見者割合の状況を大阪府、国と比

較すると、大阪狭山市では、腹囲、ＨｂＡ１ｃ、ｅＧＦＲの有所見者割合が高くなっています。 

一方、ＢＭＩ、収縮期血圧、拡張期血圧、中性脂肪、ＨＤＬコレステロールの有所見者割合

は低くなっています。 

 

図表４８ 男性の有所見状況の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：ＫＤＢ（厚生労働省様式（様式５－２）：令和４年度（２０２２年度）） 
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（％）
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令和４年度（２０２２年度）の特定健診における女性の有所見者割合の状況を大阪府、国と

比較すると、大阪狭山市では、腹囲、ＬＤＬコレステロール、ＡＬＴ（ＧＰＴ）、ｅＧＦＲの有

所見者割合が高くなっています。 

一方、収縮期血圧、拡張期血圧、ＨｂＡ１ｃの有所見者割合は低くなっています。 

 

図表４９ 女性の有所見状況の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：ＫＤＢ（厚生労働省様式（様式５－２）：令和４年度（２０２２年度）） 
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② 肥満・メタボリックシンドローム等の状況 

（ア） ＢＭＩの状況の推移 

ＢＭＩの状況の推移をみると、肥満（ＢＭＩ２５以上）の割合は、令和２年度（２０２０年

度）に最も高く２６．７％となっており、令和４年度（２０２２年度）では２５．３％になっ

ています。 

 

図表５０ ＢＭＩの状況の推移 

  
令和２年度 

（２０２０年度） 

令和３年度 

（２０２１年度） 

令和４年度 

（２０２２年度） 

低体重（やせ） 

１８.５未満 
６.７% ７.２% ７.５% 

普通体重 

１８.５以上２５未満 
６６.６% ６８.２% ６７.２% 

肥満 

２５以上 
２６.７% ２４.６% ２５.３% 

資料：特定健診等データ管理システム ＦＫＡＣ１７１ 特定健診結果等情報作成抽出 

（全健診結果情報（横展開)ファイル）（以下「ＦＫＡＣ１７１」という。） 

 

 

（イ） 性年代別有所見者（ＢＭＩ２５以上） 

性年代別に有所見者の割合をみると、女性に比べ男性の有所見者割合が高い傾向にあります。

また、男女ともに５０～５４歳で他の年代に比べて高くなっています。 

 

図表５１ 性年代別ＢＭＩの有所見者割合 

[男性]                       [女性] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：ＦＫＡＣ１７１（令和４年度（２０２２年度）） 
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（ウ） 前期高齢者（６５歳以上７４歳以下）のＢＭＩの状況の推移 

前期高齢者の低体重（やせ）傾向の人の割合はやや増加傾向にあります。 

 

図表５２ 前期高齢者のＢＭＩの状況の推移 

  
令和２年度 

（２０２０年度） 

令和３年度 

（２０２１年度） 

令和４年度 

（２０２２年度） 

低体重（やせ）傾向 

２０.０未満 
１６.７％ １７.７％ １８.７％ 

資料：ＦＫＡＣ１７１  

 

 

（エ） 腹囲の状況の推移 

腹囲の有所見者（男性：腹囲８５ｃｍ以上、女性：腹囲９０ｃｍ以上）の割合は、男女ともに

横ばいで推移しています。 

 

図表５３ 腹囲の状況の推移 

  
令和２年度 

（２０２０年度） 

令和３年度 

（２０２１年度） 

令和４年度 

（２０２２年度） 

男性 

腹囲８５ｃｍ以上 
６０.８% ６０.７% ５８.２% 

女性 

腹囲９０ｃｍ以上 
２１.４% １９.７% ２０.３% 

資料：ＦＫＡＣ１７１ 

 

 

（オ） 性年代別有所見者（男性：腹囲８５ｃｍ以上、女性：腹囲９０ｃｍ以上） 

性年代別に有所見者の割合をみると、女性に比べ男性の有所見者割合が高い傾向にあります。 

 

図表５４ 性年代別腹囲の有所見者割合 

[男性]                       [女性] 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：ＦＫＡＣ１７１（令和４年度（２０２２年度）） 
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（カ） メタボリックシンドローム該当者・予備群の状況 

メタボリックシンドローム該当者・予備群は令和３年度（２０２１年度）以降減少しており、

令和４年度（２０２２年度）の該当者数は５９６人、予備群者数３３８人となっています。 

また、メタボリックシンドローム該当者の出現率は令和４年度（２０２２年度）で２０．９％、

予備群出現率は１１．９％となっています。 

 

図表５５ メタボリックシンドローム該当者・予備群者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：法定報告 

 

 
 
 

図表５６ メタボリックシンドローム該当者・予備群出現率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：法定報告  
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③ 血圧の状況 

（ア） 血圧の状況の推移 

血圧の状況の推移をみると、有所見者（保健指導判定値以上）の割合は５０％前後で推移し

ており、令和４年度（２０２２年度）で４７．８％となっています。 

 

図表５７ 血圧の状況の推移 

 
令和２年度 

（２０２０年度） 

令和３年度 

（２０２１年度） 

令和４年度 

（２０２２年度） 

基準範囲内 ４９.８%  ４９.２%  ５２.２%  

有所見率 ５０.２%  ５０.８%  ４７.８%  

 保健指導判定値 ２２.６%  ２３.８%  ２３.１%  

 受診勧奨判定値 ２１.１%  ２０.４%  １９.４%  

 
受診勧奨判定値 

（緊急） 
６.５%  ６.６%  ５.３%  

資料：ＦＫＡＣ１７１  

基準範囲内：収縮期血圧＜１３０mmHgかつ拡張期血圧＜８５mmHg 
保健指導判定値：１３０mmHg≦収縮期血圧＜１４０mmHg 

又は８５mmHg≦拡張期血圧＜９０mmHg 
受診勧奨判定値：１４０mmHg≦収縮期血圧<１６０mmHg 

又は９０mmHg≦拡張期血圧＜１００mmHg 
受診勧奨判定値（緊急）：１６０mmHg≦収縮期血圧又は１００mmHg≦拡張期血圧 

 

 

（イ） 性年代別有所見者 

性年代別に有所見者の割合をみると、女性に比べ男性の有所見者割合が高く、男女ともに年

代が高くなるにつれて有所見者の割合が高くなる傾向があります。 

 

図表５８ 性年代別血圧の有所見者割合 

[男性]                        [女性]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※端数処理のため、割合の合計が一致しない場合があります。 

資料：ＦＫＡＣ１７１（令和４年度（２０２２年度））  
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（ウ） 肥満・非肥満別有所見者 

肥満・非肥満別に有所見者の割合をみると、男性では、肥満者における有所見者割合が高く、

女性では、４０～４４歳を除き非肥満者における有所見者割合が高くなっています。 

 

図表５９ 肥満・非肥満別血圧の有所見者割合 

[男性]                        [女性]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※端数処理のため、割合の合計が一致しない場合があります。 

資料：ＦＫＡＣ１７１（令和４年度（２０２２年度）） 

 

 

（エ） 治療状況別の高血圧重症度別該当者数 

Ⅱ度高血圧（１６０～１７９mmHg／１００～１０９mmHg）以上にもかかわらず未治療（服

薬なし）は、男性で３２人、女性で４４人となっています。また、治療中（服薬あり）でⅡ度

高血圧以上となっているのは、男性５５人、女性７３人となっています。 

 

図表６０ 治療状況別の高血圧重症度別該当者数 

[未治療]                         [治療] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：ＫＤＢ 保健指導対象者一覧 独自集計  

肥満 非肥満肥満 非肥満

26.1
32.7

27.4
32.8

25.7

36.7
30.9

10.9

10.9

9.6

23.4

22.8

17.9
22.037.0

43.6

37.0

56.3

48.5

54.6 52.9

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

40～

44歳

45～

49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65～

69歳

70～

74歳

(％)

10.4
5.1 9.5 10.3 11.5

16.3 16.2
2.1 11.9

12.6

28.7 23.0

31.5
37.0

12.5
16.9

22.1

39.1
34.6

47.8
53.2

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

40～

44歳

45～

49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65～

69歳

70～

74歳

(％)

（％）

347

160

107

28

4

0200400600800

130mmHg未満/

85mmHg未満

130～139mHg/

85～89mmHg

140～159mmHg/

90～99mmHg

160～179mmHg/

100～109mmHg

180mmHg以上/

110mmHg以上

681

233

174

39

5

0 200 400 600 800

225

168

166

48

7

0100200300

130mmHg未満/

85mmHg未満

130～139mHg/

85～89mmHg

140～159mmHg/

90～99mmHg

160～179mmHg/

100～109mmHg

180mmHg以上/

110mmHg以上

262

172

165

56

17

0 100 200 300

（男性） （女性） （男性） （女性） 

（人） （人） （人） （人） 



第２章 大阪狭山市の現状 

35 

 

④ 脂質の状況 

（ア） 脂質の状況の推移 

脂質の状況の推移をみると、有所見者（保健指導判定値以上）の割合は約６０％で推移して

おり、令和４年度（２０２２年度）で６０．２％となっています。 

 

図表６１ 脂質異常の状況の推移 

 
令和２年度 

（２０２０年度） 

令和３年度 

（２０２１年度） 

令和４年度 

（２０２２年度） 

基準範囲内 ３７.５%  ３７.６%  ３９.８%  

有所見率 ６２.５%  ６２.４%  ６０.２%  

 保健指導判定値 ３２.２%  ３２.８%  ３３.５%  

 受診勧奨判定値 ２６.２%  ２６.１%  ２３.４%  

 
受診勧奨判定値 

（緊急） 
４.１%  ３.５%  ３.３%  

資料：ＦＫＡＣ１７１ 

 

基準範囲内：ＬＤＬ＜１２０mg/dlかつ中性脂肪＜１５０mg/dlかつＨＤＬ≧４０mg/dl 
保健指導判定値：１２０mg/dl≦ＬＤＬ＜１４０mg/dl 

又は１５０mg/dl≦中性脂肪＜３００mg/dl又はＨＤＬ＜４０mg/dl 
受診勧奨判定値：１４０mg/dl≦ＬＤＬ＜１８０mg/dl 

又は３００mg/dl≦中性脂肪＜１,０００mg/dl 
受診勧奨判定値（緊急）：１８０mg/dl≦ＬＤＬ又は１,０００mg/dl≦中性脂肪 

 

（イ） 性年代別有所見者 

性年代別に有所見者の割合をみると、男性では４５～４９歳で最も高く、女性では５５～

５９歳で最も高くなっています。 

 

図表６２ 性年代別脂質の有所見者割合 

[男性]                      [女性]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※端数処理のため、割合の合計が一致しない場合があります。 

資料：ＦＫＡＣ１７１（令和４年度（２０２２年度））  
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（ウ） 肥満・非肥満別有所見者 

肥満・非肥満別に有所見者の割合をみると、男性では、肥満者における有所見者割合が高く、

女性では、非肥満者における有所見者割合が高くなっています。 

 

図表６３ 肥満・非肥満別脂質の有所見者割合 

[男性]                       [女性] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※端数処理のため、割合の合計が一致しない場合があります。 

資料：ＦＫＡＣ１７１（令和４年度（２０２２年度）） 

 

（エ） 治療状況別の高ＬＤＬコレステロール血症重症度別該当者数 

ＬＤＬコレステロールが１８０mg/dl以上にもかかわらず未治療（服薬なし）は、男性２２

人、女性３５人となっています。また、治療中（服薬あり）で１８０mg/dl以上は男性１４人、

女性３６人となっています。 

 

図表６４ 治療状況別の高ＬＤＬコレステロール血症重症度別該当者数 

[未治療]                          [治療] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：ＫＤＢ 保健指導対象者一覧 独自集計 
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⑤ 血糖の状況 

（ア） 血糖の状況の推移 

血糖の状況の推移をみると、有所見者（保健指導判定値以上）の割合は６０％前後で推移し

ており、令和４年度（２０２２年度）で６１．５％となっています。 

 

図表６５ 血糖の状況の推移 

 
令和２年度 

（２０２０年度） 

令和３年度 

（２０２１年度） 

令和４年度 

（２０２２年度） 

基準範囲内 ３９.８%  ３６.２%  ３８.５%  

有所見率 ６０.２%  ６３.８%  ６１.５%  

 保健指導判定値 ４９.５%  ５２.３%  ５１.０%  

 受診勧奨判定値 １０.７%  １１.５%  １０.５%  

資料：ＦＫＡＣ１７１ 

基準範囲内：空腹時血糖＜１００mg/dl又は HbA1c＜５.６% 
保健指導判定値：１００mg/dl≦空腹時血糖＜１２６mg/dl又は５.６%≦HbA1c＜６.５% 
受診勧奨判定値：空腹時血糖≧１２６mg/dl又は HbA1c≧６.５%以上 

 

 

（イ） 性年代別有所見者 

性年代別に有所見者の割合をみると、男女ともに年代が高くなるにつれて有所見者の割合が

高くなる傾向にあります。男性では、女性に比べて有所見率が高く、特に５５歳以上で受診勧

奨判定値の割合が高くなっています。また受診勧奨判定値の人のうちＨｂＡ１ｃが８．０％以

上の人の割合は男性が高く、５０～５４歳では５７．１％になっています。 

 

図表６６ 性年代別血糖の有所見者割合 

[男性]                      [女性]  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

※端数処理のため、割合の合計が一致しない場合があります。 

資料：ＦＫＡＣ１７１（令和４年度（２０２２年度）） 
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（ウ） 肥満・非肥満別有所見者 

肥満・非肥満別に有所見者の割合をみると、男性では、肥満者における有所見者割合が高く、

女性では、非肥満者における有所見者割合が高くなっています。 

 

図表６７ 肥満・非肥満別血糖の有所見者割合 

[男性]                      [女性] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※端数処理のため、割合の合計が一致しない場合があります。 

資料：ＦＫＡＣ１７１（令和４年度（２０２２年度）） 

 

 

（エ） 治療状況別の糖尿病重症度別該当者数 

ＨｂＡ１ｃが６．５％以上で未治療（服薬なし）は男性で４８人、女性で４５人となってい

ます。治療中（服薬あり）でＨｂＡ１ｃが６．５％以上の人は男性１２９人、女性で７０人、

そのうちＨｂＡ１ｃが８．０％以上の人は男性で２０人、女性で１２人となっています。 

 

図表６８ 治療状況別の糖尿病重症度別該当者数 

[未治療]                        [治療] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：ＫＤＢ 保健指導対象者一覧 独自集計 
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（３）質問票調査結果（生活習慣） 

令和４年度（２０２２年度）の特定健診受診者の質問票から生活習慣の状況を大阪府、国と

比べると、飲酒量が少なく、生活習慣の改善意欲のある人の割合は高いものの、既に６か月以

上改善に取り組んでいる人の割合は低くなっています。 

また、運動や食べ方に課題のある人や２０歳時から体重が１０ｋｇ以上増加している人の割

合が高くなっています。 

そして、特定健診受診者の多くが生活習慣病の治療中であり、既往歴のある人の割合が高く

なっています。 

図表６９ 生活習慣の比較 

質問票の項目 
質問票回答者に占める割合（％） 

大阪狭山市 大阪府 国 

服
薬 

高血圧症 ３９.５ ３４.９ ３６.９ 

糖尿病 ９.０ ８.３ ８.９ 

脂質異常症 ３３.３ ２８.０ ２９.２ 

既
往
歴 

脳卒中 ３.６ ３.１ ３.３ 

心臓病 ５.７ ５.３ ５.７ 

腎不全 １.３ ０.８ ０.８ 

喫
煙 

たばこを習慣的に吸っている １１.２ １３.８ １２.７ 

体
重 

２０歳時体重から１０kg以上増加 ３５.９ ３５.１ ３４.５ 

運
動 

１回３０分以上の運動なし ５４.６ ５７.５ ５９.２ 

１日１時間以上運動なし ５０.９ ４８.２ ４７.４ 

咀
嚼 

かみにくい １９.６ １９.０ ２０.２ 

ほとんどかめない ０.５ ０.７ ０.８ 

食
事 

食べ方 食べる速度が速い ３０.６ ２９.２ ２６.４ 

食習慣 
週３回以上就寝前に夕食を摂る １２.０ １４.５ １４.７ 

週３回以上朝食を抜く ８.９ ９.９ ９.６ 

飲
酒 

習慣 
お酒を毎日飲む ２５.５ ２６.７ ２４.６ 

お酒を時々飲む ２１.６ ２１.５ ２２.２ 

１回の量 

１合未満 ８３.０ ６６.８ ６５.６ 

１～２合未満 １１.１ ２１.１ ２３.１ 

２～３合未満 ４.９ ８.８ ８.８ 

３合以上 １.１ ３.３ ２.５ 

改
善
意
欲 

運動や食生

活等の生活

習慣を改善

してみようと

思う 

改善するつもりはない ２２.６ ２５.７ ２７.６ 

改善するつもりである ３４.７ ２９.６ ２７.９ 

改善意欲があり始めている １２.６ １２.７ １３.９ 

既に改善に取り組んでいる（６か月未満） ９.４ ９.５ ９.０ 

既に改善に取り組んでいる（６か月以上） ２０.８ ２２.６ ２１.６ 

資料：ＫＤＢ（地域の全体像の把握：令和４年度（２０２２年度））  
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４ 特定保健指導 

（１）特定保健指導対象者の状況 

特定保健指導対象者数の推移をみると、動機付け支援は令和３年度（２０２１年度）から減

少しており、令和４年度（２０２２年度）には２１４人になっています。積極的支援について

は令和４年度（２０２２年度）に６６人となっています。 

また、令和４年度（２０２２年度）の保健指導対象者割合は、動機付け支援が７．５％、積

極的支援が２．３％となっています。 

 

図表７０ 特定保健指導対象者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：法定報告 

 

図表７１ 特定保健指導対象者割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：法定報告 

  

動機付け支援対象者割合（大阪狭山市） 積極的支援対象者割合（大阪狭山市）

動機付け支援対象者割合（大阪府） 積極的支援対象者割合（大阪府）

動機付け支援対象者割合（全国） 積極的支援対象者割合（全国）
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（２）特定保健指導利用状況 

① 特定保健指導利用者の推移 

特定保健指導利用者数・利用率（特定保健指導対象者のうち、特定保健指導を利用した人数・

割合）の推移をみると、動機付け支援の利用者数は令和４年度（２０２２年度）に大きく減少

し６５人となっており、令和３年度（２０２１年度）と比べて２４人少なくなっています。 

また、積極的支援についても減少傾向にあり、令和４年度（２０２２年度）の利用者は８人、

利用率は１２．１％となっています。 

 

図表７２ 特定保健指導利用者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：法定報告 

 

図表７３ 特定保健指導利用率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：法定報告 
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② 特定保健指導終了者の推移 

特定保健指導終了者数・実施率（特定保健指導対象者のうち、特定保健指導を終了した人数・

割合）の推移をみると、動機付け支援の令和４年度（２０２２年度）の終了者数は６４人、実

施率は２９.９％となっています。 

また、積極的支援の終了者数は４人、実施率は６.１％となっています。 

 

 

図表７４ 特定保健指導終了者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：法定報告 

 

 

図表７５ 特定保健指導実施率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：法定報告 
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③ 特定保健指導対象者の減少率 

令和４年度（２０２２年度）の特定健診の結果をみると、前年度の保健指導対象者であった

２６４人のうち、特定保健指導対象者外となった人は４４人（１６．７％）となっています。 

また、前年度の特定保健指導利用者であった８４人のうち、特定保健指導対象外となった人

は２２人（２６．２％）となっています。 

平成２０年度（２００８年度）と比較したメタボリックシンドローム該当者・予備群の減少

率は▲４３.４％と増加しているものの、特定保健指導対象者の減少率は３．０％と減少してい

ます。 

 

図表７６ 特定保健指導対象者の減少率 

 

前年度の特定保健指導の

対象者数 

（A） 

（A）のうち特定保健指導の

対象ではなくなった者の数

（B） 

特定保健指導対象者の 

減少率 

（B÷A） 

令和２年度 

（２０２０年度） 
２６６人 ３９人 １４.７% 

令和３年度 

（２０２１年度） 
３２０人 ７２人 ２２.５% 

令和４年度 

（２０２２年度） 
２６４人 ４４人 １６.７% 

資料：法定報告 

 

図表７７ 特定保健指導による特定保健指導対象者の減少率 

 

前年度の特定保健指導の

利用者数 

（C） 

（C）のうち特定保健指導の

対象ではなくなった者の数

（D） 

特定保健指導対象者の 

減少率 

（D÷C） 

令和２年度 

（２０２０年度） 
１０１人 １８人 １７.８% 

令和３年度 

（２０２１年度） 
９７人 ２９人 ２９.９% 

令和４年度 

（２０２２年度） 
８４人 ２２人 ２６.２% 

資料：法定報告 

 

 

図表７８ 特定保健指導による特定保健指導対象者の減少率 

 
令和４年度（２０２２年度）実績値 

（平成２０年度（２００８年度）比） 

メタボリックシンドローム該当者・予備群の減少率 ▲４３.４％ 

特定保健指導対象者の減少率 ３.０％ 

資料：法定報告及び被保険者台帳（平成２０年度（２００８年度）及び令和４年度（２０２２年度））   
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第３章 第３期保健事業実施計画（データヘルス計画） 

１ 第２期保健事業実施計画（データヘルス計画）における事業の評価 

（１） 特定健康診査 

事業の目的 

メタボリックシンドロームに着目した検査項目の健康診査を実施し、生活習慣病の早期発見と予防に

努める。また、対象者の健康意識の向上を図るとともに、健康状態を把握し、有所見者を特定保健指

導や生活習慣病重症化予防等の各事業へ繋げる。 

対象者 ４０歳以上７４歳以下の国民健康保険被保険者 

ストラクチャー 

（実施体制） 
大阪府医師会との委託契約により、指定医療機関において個別健診で実施。 

プロセス 

（実施方法） 

【受診券発送】 

４月１日時点で国民健康保険に加入している対象者へ５月下旬に受診券を発送。 

がん検診のチラシを同封し、同時受診の啓発を実施。 

 

【実施期間】 

６月１日～翌年３月３１日 

 

【自己負担】 

無料 

 

【検査項目】 

●基本項目 

問診、身体計測（身長、体重、ＢＭＩ、腹囲）、診察、血圧測定、血液検査（中性脂肪、ＨＤＬコレステロ

ール、ＬＤＬコレステロール、空腹時血糖又はＨｂＡ１ｃ、ＡＳＴ(ＧＯＴ）、ＡＬＴ(ＧＰＴ)、γ-GT(γ-GTP)、

尿酸、クレアチニン、ｅＧＦＲ)、尿検査（尿糖、尿蛋白） 

●詳細項目 

貧血検査（赤血球数、血色素、ヘマトクリット値）、心電図検査、眼底検査 

※国が定める一定基準のもと、医師が必要と認めた場合に実施 

●独自項目 

血液検査（総コレステロール、ALP、アミラーゼ、尿素窒素、アルブミン）、尿検査（尿潜血）、心電図

検査、眼底検査 

※市内の指定医療機関で受診する場合に実施 

アウトプット 

（実施量・実施率） 

平成３０年度 

（２０１８年度） 

令和元年度 

（２０１９年度） 

令和２年度 

（２０２０年度） 

令和３年度 

（２０２１年度） 

令和４年度 

（２０２２年度） 

特定健康診査受診率 

（目標：６０％） 
３５．６％ ３４．４％ ３６．７％ ３７．５％ ３７．６％ 

アウトカム 

（成果指標） 

平成３０年度 

（２０１８年度） 

令和元年度 

（２０１９年度） 

令和２年度 

（２０２０年度） 

令和３年度 

（２０２１年度） 

令和４年度 

（２０２２年度） 

受診率の推移 ＋１．０％ ▲１．２％ ＋２．３％ ＋０．８％ +０．１％ 

総合評価 

特定健診受診率は目標未達成でした。一時期は新型コロナウイルス感染症流行の影響もありました

が、受診率は上昇傾向となっています。未受診者勧奨や継続受診勧奨を強化し、目標達成に繋げる

必要があります。 
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（２） 特定保健指導 

事業の目的 
メタボリックシンドロームに関する基礎知識、予防のための食事・運動指導を行う機会を設け、対象者

が生活習慣病予備群の状態を改善するためのセルフケア（自己管理）が出来るように支援する。 

対象者 
特定健診の結果、メタボリックシンドローム基準（腹囲が一定基準以上又はＢＭＩが２５以上で、血圧・

脂質・血糖が一定基準以上）に該当した人（服薬中を除く） 

ストラクチャー 

（実施体制） 
執行委任（健康推進グループ）及び業務委託 

プロセス 

（実施方法） 

【階層化及び案内発送】 

特定健診受診翌月に健診結果から対象者を選定・階層化し、案内を送付。 

 

【支援内容】 

●動機付け支援 

メタボリックシンドロームによる生活習慣病のリスクが出現し始めている人が対象。 

保健師・管理栄養士が生活習慣改善に必要な実践的支援を提供。 

●積極的支援 

メタボリックシンドロームによる生活習慣病のリスクが重なっている人が対象。 

保健師・管理栄養士が３か月以上にわたって生活習慣改善に必要な継続的支援 

を提供。 

 

【支援方法】 

●個別面接の実施 

保健師・管理栄養士による１人２０分以上の個別面接を実施。 

※令和４年度（２０２２年度）からオンライン方式も選択可 

●「血管若返り！からだメンテナンス塾」の開催（年４回） 

メタボリックシンドロームの改善や筋力アップの運動、バランスの良い食事についての講話、簡単ヘル

シーメニューの調理実演と試食等を実施。 

※令和２年度（２０２０年度）からは新型コロナウイルス感染症流行により個別面接のみ実施 

アウトプット 

（実施量・実施率） 

平成３０年度 

（２０１８年度） 

令和元年度 

（２０１９年度） 

令和２年度 

（２０２０年度） 

令和３年度 

（２０２１年度） 

令和４年度 

（２０２２年度） 

特定保健指導利用率 ３１．６％ ３７．５％ ３０．７％ ３２．３％ ２６．１％ 

特定保健指導実施率 

（目標：６０％） 
２７．８％ ３３．４％ ２１．３％ ２５．９％ ２４．３％ 

アウトカム 

（成果指標） 

平成３０年度 

（２０１８年度） 

令和元年度 

（２０１９年度） 

令和２年度 

（２０２０年度） 

令和３年度 

（２０２１年度） 

令和４年度 

（２０２２年度） 

特定保健指導による特

定保健指導対象者の減

少率※ 

２２．５％ ２３．２％ １７．８％ ２９．９％ ２６．２％ 

総合評価 

特定保健指導実施率は目標未達成でした。前年度特定保健指導利用者の改善状況※１は約２４％

で推移しています。 

未利用者対策や保健指導中断者の減少、メタボリックシンドロームの解消に効果的な指導・支援に

注力し、各目標の達成に繋げる必要があります。 

※前年度の特定保健指導利用者のうち、当該年度は対象者ではなくなった人の割合 
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（３） 特定健康診査未受診者対策 

事業の目的 
対象者の健康意識の向上を図るとともに、健康状態を把握し、有所見者を特定保健指導や生活習

慣病重症化予防等の各事業へ繋げるため、特定健診の受診率向上を目指す。 

対象者 
①前年度特定健診未受診者、４０～５０歳代の特定健診対象者、不定期受診者等 

②特定健診対象者全員 

ストラクチャー 

（実施体制） 
業務委託及び保険年金グループ 

プロセス 

（実施方法） 

①ハガキ又は電話による個別勧奨 

受診勧奨のターゲットの明確化を行い、ソーシャルマーケティングの手法を活用し対象者の特性に合

わせたハガキの送付又は電話による個別勧奨を実施。 

※令和４年度（２０２２年度）はハガキによる勧奨に代えて、当年度特定健診受診者１，８５０人に過去

３年間の健診結果に基づく個別アドバイス冊子と景品を送付。 

②健診ＰＲの拡充 

●市広報誌及び市ホームページへの記事掲載、国民健康保険料納付通知書等にチラシを同封して

啓発。 

●市医師会の協力のもと、指定医療機関においてチラシやポスターの掲示、医師からの受診勧奨を

実施。 

アウトプット 

（実施量・実施率） 

平成３０年度 

（２０１８年度） 

令和元年度 

（２０１９年度） 

令和２年度 

（２０２０年度） 

令和３年度 

（２０２１年度） 

令和４年度 

（２０２２年度） 

勧奨実施者数 

（ハガキ） 
５，５３８人 ３，４５２人 ６，７５３人 ６，０００人 - 

勧奨実施者数 

（電話） 
２，５９８人 １，５８９人 ９４８人 １，５６５人 １，６７６人 

アウトカム 

（成果指標） 

平成３０年度 

（２０１８年度） 

令和元年度 

（２０１９年度） 

令和２年度 

（２０２０年度） 

令和３年度 

（２０２１年度） 

令和４年度 

（２０２２年度） 

特定健康診査受診率 

（目標：６０％） 
３５．６％ ３４．４％ ３６．７％ ３７．５％ ３７．６％ 

４０～５０歳代の特定健

康診査受診率 

（目標：２０％） 

２０.０％ １８．７％ ２０．１％ ２１．４％ ２１．５％ 

総合評価 

各年度において個別勧奨を実施し、４０～５０歳代の受診率については目標を達成しました。 

全体での特定健診受診率は目標未達成のため、引き続き未受診者対策を行い４０～５０歳代の受診

率のさらなる引き上げを図るとともに、受診した人に対しても継続受診の重要性を啓発していく必要

があります。 

 

 

  



第３章 第３期保健事業実施計画（データヘルス計画） 

47 

 

 

 

 

（４） 特定保健指導未利用者対策 

事業の目的 

特定保健指導の案内送付後、電話による個別勧奨を実施することで利用率の向上を図る。また、「健

康測定会」で自身の健康に関心を持ってもらうことで、利用率の向上と保健指導中断者の減少を図

る。 

対象者 特定保健指導対象者 

ストラクチャー 

（実施体制） 
執行委任（健康推進グループ） 

プロセス 

（実施方法） 

【電話勧奨】 

特定保健指導の案内送付後に保健師・管理栄養士による個別電話勧奨を実施。 

【「健康測定会」の開催】（年２回） 

特定保健指導対象者（未利用者も含む）に対し、「健康測定会」の案内を送付し、生活習慣改善の

動機付けを行うとともに、特定保健指導未利用者については当日に初回面接を実施。 

※令和２年度（２０２０年度）と令和３年度（２０２１年度）は新型コロナウイルス感染症流行により年１

回のみ実施 

アウトプット 

（実施量・実施率） 

平成３０年度 

（２０１８年度） 

令和元年度 

（２０１９年度） 

令和２年度 

（２０２０年度） 

令和３年度 

（２０２１年度） 

令和４年度 

（２０２２年度） 

勧奨実施者数 ２９９人 ２８１人 ８３人 ６６人 ２４８人 

健康測定会参加者数 

（参加率） 

４１人 

（１３．７％） 

４３人 

（１５．３％） 

１９人 

（２２．９％） 

１９人 

（２８．８％） 

３０人 

（１２．１％） 

アウトカム 

（成果指標） 

平成３０年度 

（２０１８年度） 

令和元年度 

（２０１９年度） 

令和２年度 

（２０２０年度） 

令和３年度 

（２０２１年度） 

令和４年度 

（２０２２年度） 

特定保健指導利用率 ３１．６％ ３７．５％ ３０．７％ ３２．３％ ２６．１％ 

特定保健指導実施率 

（目標：６０％） 
２７．８％ ３３．４％ ２１．３％ ２５．９％ ２４．３％ 

総合評価 

特定保健指導実施率は目標未達成でしたが、特定保健指導対象者への個別電話勧奨や健康測定

会への参加をきっかけに未利用者の初回面談実施に繋げることができ、利用率は約３２％で推移し

ています。 

利用率の向上及び保健指導中断者の減少による実施率向上に繋げるため、利用勧奨の工夫や健

康測定会や特定保健指導の内容の充実を図る必要があります。 
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（５）非肥満高血圧・高血糖重症化予防対策事業（医療機関への受診勧奨） 

事業の目的 
血圧値又は血糖値が高値にもかかわらず医療機関を受診していない人に対し、受診勧奨を実施し、

生活習慣病の重症化予防を図る。 

対象者 

特定健診の結果が、以下の①又は②に該当する非肥満の人（服薬中を除く） 

①収縮期血圧１６０ｍｍＨｇ以上又は拡張期血圧１００ｍｍＨｇ以上 

②HbA１c６．５％以上 

ストラクチャー 

（実施体制） 
執行委任（健康推進グループ） 

プロセス 

（実施方法） 

特定健診受診翌月に抽出した対象者にリーフレットを送付し、医療機関への受診を促すとともに、保

健センター（健康推進グループ）で実施する保健・栄養健康相談を案内。 

その後、電話による医療機関への受診勧奨を実施。 

初回の受診勧奨から一定期間経過後、受診の有無を再度電話により本人に確認。未受診であれば

再度医療機関への受診を促す。 

アウトプット 

（実施量・実施率） 

平成３０年度 

（２０１８年度） 

令和元年度 

（２０１９年度） 

令和２年度 

（２０２０年度） 

令和３年度 

（２０２１年度） 

令和４年度 

（２０２２年度） 

リーフレット送付者数 ５３人 ３４人 ４７人 ８２人 ５４人 

電話勧奨完了者数 

（完了割合） 

４７人 

（８８．７％） 

２０人 

（５８．８％） 

４３人 

（９１．５％） 

５８人 

（７０．７％） 

３３人 

（６１．１％） 

アウトカム 

（成果指標） 

平成３０年度 

（２０１８年度） 

令和元年度 

（２０１９年度） 

令和２年度 

（２０２０年度） 

令和３年度 

（２０２１年度） 

令和４年度 

（２０２２年度） 

収縮期血圧１６０ｍｍＨｇ

以上又は拡張期血圧 

１００ｍｍＨｇ以上の人に

占める未治療者の割合 

 ４２％ ３３．６％  ３４% ３７．３％ ●●．●％※ 

HbA１c６．５％以上の人

に占める未治療者の割

合 

４５．８％ ４４．１％ ３８．２％ ３１．８％ ●●．●％※ 

総合評価 

リーフレットを送付した対象者のうち平均で約７０％の人に受診勧奨でき、本事業の対象となる健診

有所見者に占める未治療者の割合は減少傾向にあります。 

令和６年度（２０２４年度）からは事業の整理を行い、前年度特定健診の結果で異常値があったにも

関わらず医療機関を受診していない人や生活習慣病の治療を中断している人に適切な治療を受け

てもらうことを重点目標として、「健診異常値放置者・治療中断者への医療機関受診勧奨事業」を実

施し、健診有所見者に占める未治療者の割合のさらなる減少に努めます。 

※令和４年度（２０２２年度）実績値は大阪府国民健康保険団体連合会から後日提供される資料を基に記載予定 
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（６）健康教育（カラダすっきり運動教室） 

事業の目的 

「運動」に重点を置き、正しい運動方法の習得と同時に同じ目的の仲間と集う機会を設けることで生

活改善意欲の向上及び継続を支援し、対象者の日常生活の中に運動習慣を定着させ、メタボリック

シンドロームの解消や生活習慣病の予防・改善を図る。 

対象者 特定健診の結果より、運動指導が必要と認められた人 

ストラクチャー 

（実施体制） 
執行委任（健康推進グループ） 

プロセス 

（実施方法） 

特定保健指導利用者へ教室への参加勧奨を実施。 

参加希望者に健康運動実践指導者による集団指導（ウォーキングやストレッチ、筋力トレーニングな

ど）を実施。（年１２回） 

※感染症流行により、令和２年度（２０２０年度）は年１１回、令和３年度（２０２１年度）は年１０回、令

和４年度（２０２２年度）は年９回実施 

アウトプット 

（実施量・実施率） 

平成３０年度 

（２０１８年度） 

令和元年度 

（２０１９年度） 

令和２年度 

（２０２０年度） 

令和３年度 

（２０２１年度） 

令和４年度 

（２０２２年度） 

教室参加者数 

（延べ人数） 
２１３人 １９４人 １４８人 １１３人 １４２人 

新規教室参加者数 １１人 １２人 ９人 ９人 １０人 

アウトカム 

（成果指標） 

平成３０年度 

（２０１８年度） 

令和元年度 

（２０１９年度） 

令和２年度 

（２０２０年度） 

令和３年度 

（２０２１年度） 

令和４年度 

（２０２２年度） 

特定保健指導実施率 

（目標：６０％） 
２７．８％ ３３．４％ ２１．３％ ２５．９％ ２４．３％ 

総合評価 

教室参加者数のうち、約９０％は継続参加者となりました。本教室をきっかけに、参加者が生活改善

意欲を高め、意識的に運動に取り組み、運動習慣の定着ができたと評価しています。 

一方で、特定保健指導実施率は目標未達成であることから、参加勧奨の工夫や教室メニューの充

実を図るなどして新規及び継続参加者を増やし、特定保健指導実施率向上に繋げる必要がありま

す。 

また、特定保健指導終了者が引き続き運動習慣を継続できるように支援する場としても本教室を位

置づけ、今後も事業を継続していきます。 
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（７）生活習慣病（高血圧）重症化予防にかかる保健指導事業 

事業の目的 

高血圧によりさまざまな疾患が引き起こされることから、対象者が意識的に生活習慣の改善に取り

組み、血圧値の改善や生活習慣病の発症・重症化を予防するための自己管理ができるよう支援す

る。 

対象者 
前年度特定健診の結果が、収縮期血圧１４０ｍｍＨｇ以上又は拡張期血圧９０ｍｍＨｇ以上の非肥満

の人（服薬中を除く） 

ストラクチャー 

（実施体制） 
業務委託及び保険年金グループ 

プロセス 

（実施方法） 

案内送付後に電話による参加勧奨を実施。 

参加希望者に保健師・管理栄養士による個別の保健指導を実施。 

※令和３年度（２０２１年度）からはオンライン方式も選択可 

アウトプット 

（実施量・実施率） 

平成３０年度 

（２０１８年度） 

令和元年度 

（２０１９年度） 

令和２年度 

（２０２０年度） 

令和３年度 

（２０２１年度） 

令和４年度 

（２０２２年度） 

保健指導実施者数 １５人 ２２人 ８人 ６人 １１人 

アウトカム 

（成果指標） 

平成３０年度 

（２０１８年度） 

令和元年度 

（２０１９年度） 

令和２年度 

（２０２０年度） 

令和３年度 

（２０２１年度） 

令和４年度 

（２０２２年度） 

収縮期血圧１４０ｍｍＨｇ

以上又は拡張期血圧 

９０ｍｍＨｇ以上の人の割

合 

２４．９％ ２４．５％ ２７．５％ ２６．６％ ●●．●％※ 

総合評価 

新型コロナウイルス感染症流行の影響により、対面での保健指導の希望者が少なくなったため、オン

ライン方式も選択可としましたが、保健指導実施者が少数にとどまっている状況です。 

また、外出自粛による食事や運動などの生活習慣の変化が影響したためか、健診有所見者の割合

は上昇傾向にあります。 

令和６年度（２０２４年度）からは事業の整理を行い、前年度特定健診の結果で異常値があったにも

関わらず医療機関を受診していない人（血圧の場合は、すぐにでも服薬が必要とされる収縮期血圧

１６０ｍｍＨｇ以上又は拡張期血圧１００ｍｍＨｇ以上の人）や生活習慣病の治療を中断している人に

適切な治療を受けてもらうことを重点目標として、「健診異常値放置者・治療中断者への医療機関

受診勧奨事業」を実施し、健診有所見者に占める未治療者の割合の減少及び生活習慣病の重症

化予防を図る必要があります。 

※令和４年度（２０２２年度）実績値は大阪府国民健康保険団体連合会から後日提供される資料を基に記載予定 
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（８）重複・頻回受診者への訪問保健指導事業 

事業の目的 
重複・頻回受診者及び重複・多剤服薬者に対して適正受診・適正服薬やセルフメディケーションにつ

いて指導し、医療費の適正化を図る。 

対象者 

前年度のレセプトデータで以下の①～④に該当する人 

①重複受診者（同一の疾病で１か月間に３医療機関以上受診） 

②頻回受診者（１か月間の診療実日数が１５日以上） 

③重複服薬者（１か月間に２医療機関以上から同一の薬効で２種類以上の内服薬の処方） 

④多剤服薬者（１か月間に２医療機関以上から１５種類以上の内服薬の処方） 

※③・④は令和２年度（２０２０年度）から事業対象に追加 

ストラクチャー 

（実施体制） 
業務委託及び保険年金グループ 

プロセス 

（実施方法） 

案内送付後に電話による参加勧奨を実施。 

参加希望者に保健師・管理栄養士による個別の保健指導を実施。 

※令和３年度（２０２１年度）からは電話又はオンライン方式も選択可 

アウトプット 

（実施量・実施率） 

平成３０年度 

（２０１８年度） 

令和元年度 

（２０１９年度） 

令和２年度 

（２０２０年度） 

令和３年度 

（２０２１年度） 

令和４年度 

（２０２２年度） 

保健指導実施者数 ２人 ３人 ９人 ２０人 ２０人 

アウトカム 

（成果指標） 

平成３０年度 

（２０１８年度） 

令和元年度 

（２０１９年度） 

令和２年度 

（２０２０年度） 

令和３年度 

（２０２１年度） 

令和４年度 

（２０２２年度） 

重複・頻回受診者数 

（年度平均） 
- ９５人 ８１人 ８１人 ８１人 

重複・多剤服薬者数 

(年度平均) 
- １３９人 １１８人 １１５人 １３０人 

総合評価 

新型コロナウイルス感染症流行による受診控えの影響で、一時期は条件該当者が減少傾向でした

が、重複・多剤服薬者は令和４年度（２０２２年度）に元の水準になっています。 

保健指導への参加希望者が少ないため、令和３年度（２０２１年度）から電話又はオンライン方式も

選択可としたところ、参加者が増加しました。 

ただし、参加者の多くは自身に重複・頻回受診（重複・多剤服薬）の傾向があることを認識していな

い状態であり、大半の人は生活改善には意欲的ではあるものの、受診（服薬）行動を見直すという人

は少数でした。また、おくすり手帳を持っている人は参加者の半数程度であり、持っていても１冊にま

とめず複数冊に分けているという人もいました。 

市医師会及び市薬剤師会との連携を行いながら本事業を継続していくとともに、医療機関受診時の

おくすり手帳の活用やマイナンバーカードを利用した薬剤情報等の提供への同意などについて広く

国民健康保険被保険者に対して周知啓発を行うことで、適正受診・適正服薬を推進し、医療費の適

正化を図ることが必要です。 
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（９）高血圧症予防対策啓発事業 

事業の目的 高血圧予防のための減塩に関する知識を普及し、意識的に減塩に取り組む人を増加させる。 

対象者 全市民 

ストラクチャー 

（実施体制） 
健康推進グループ 

プロセス 

（実施方法） 

●健康まつり等のイベント時に高血圧症や減塩についての知識の普及を行う。  

●市ホームページに掲載中の「健康大阪さやま２１×食育ひろば」に減塩についてのワンポイントアド

バイスを追加し、様々な年代に対して減塩の重要性についてＰＲを行う。 

アウトプット 

（実施量・実施率） 

平成３０年度 

（２０１８年度） 

令和元年度 

（２０１９年度） 

令和２年度 

（２０２０年度） 

令和３年度 

（２０２１年度） 

令和４年度 

（２０２２年度） 

イベント時の啓発活動

回数 
２回 ２回 - - - 

健康大阪さやま２１×食

育ひろばへの掲載回数 
- ２回 １回 １回 １回 

アウトカム 

（成果指標） 

平成３０年度 

（２０１８年度） 

令和元年度 

（２０１９年度） 

令和２年度 

（２０２０年度） 

令和３年度 

（２０２１年度） 

令和４年度 

（２０２２年度） 

健診有所見者（血圧）

割合 
４７．２％ ４７．６％ ５０．２％ ５０．６％ ●●．●％※ 

総合評価 

新型コロナウイルス感染症流行の影響により、一時期においてはイベントが中止になりましたが、令

和５年度からは順次再開しています。また、市ホームページの「健康大阪さやま２１×食育ひろば」で

の減塩レシピ掲載によるＰＲも継続して実施しています。 

ただし、外出自粛による食事や運動などの生活習慣の変化が影響したためか、国民健康保険での

健診有所見者の割合は上昇しています。 

今後も国民健康保険被保険者に限らず、市民全体に対して減塩などの健康づくりや疾病予防に関

する知識の普及と啓発を図る必要があります。 

※令和４年度（２０２２年度）実績値は大阪府国民健康保険団体連合会から後日提供される資料を基に記載予定 

  



第３章 第３期保健事業実施計画（データヘルス計画） 

53 

 

 

 

 

（１０）高血圧重症化予防対策事業（血圧改善教室） 

事業の目的 
高血圧の人に対し、血圧の基礎知識及び生活改善の重要性等を周知するとともに、日々の調理の工

夫等を指導し、高血圧の重症化を予防する。 

対象者 

前年度特定健診の結果が、以下の①又は②に該当する人 

①収縮期血圧が１６０ｍｍＨｇ以上又は拡張期血圧が１００ｍｍＨｇ以上の人 

②収縮期血圧が１４０～１５９ｍｍＨｇ又は拡張期血圧が９０～９９ｍｍＨｇの未治療者で保健指導利用

意思がある人 

（特定健診未受診であっても、医師より「高血圧」と指摘され重症化予防に関心のある人や国民健

康保険被保険者以外の人も一般公募により参加可） 

ストラクチャー 

（実施体制） 
執行委任（健康推進グループ） 

プロセス 

（実施方法） 

前年度特定健診の結果から抽出した対象者への案内送付と市広報誌での一般公募を実施。 

２日間にわたって血圧の基礎知識及び生活改善のポイントについての集団指導、減塩野菜料理の調

理体験と試食等を実施。（年１回） 

アウトプット 

（実施量・実施率） 

平成３０年度 

（２０１８年度） 

令和元年度 

（２０１９年度） 

令和２年度 

（２０２０年度） 

令和３年度 

（２０２１年度） 

令和４年度 

（２０２２年度） 

参加者数 ５０人 ４５人 １３人 １１人 １８人 

アウトカム 

（成果指標） 

平成３０年度 

（２０１８年度） 

令和元年度 

（２０１９年度） 

令和２年度 

（２０２０年度） 

令和３年度 

（２０２１年度） 

令和４年度 

（２０２２年度） 

教室アンケート結果 

（理解度） 
７０％ ８６．７％ ８３．３％ １００％ ８５．７％ 

健診有所見者（血圧） 

割合 
４７．２％ ４７．６％ ５０．２％ ５０．６％ ●●．●％※ 

総合評価 

新型コロナウイルス感染症流行の影響により、令和２年度（２０２０年度）からは定員数を減らして実

施しましたが、参加者の多くが内容を理解し、生活改善への意欲を高めることができたと評価してい

ます。 

ただし、外出自粛による食事や運動などの生活習慣の変化が影響したためか、国民健康保険での

健診有所見者の割合は上昇しています。 

今後も国民健康保険被保険者に限らず、市民全体に対して健康づくりや疾病予防に関する知識の

普及と啓発を図る必要があります。 

※令和４年度（２０２２年度）実績値は大阪府国民健康保険団体連合会から後日提供される資料を基に記載予定 
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（１１）糖尿病性腎症重症化予防事業 

事業の目的 

主治医と連携した保健指導又は未治療者・治療中断者への受診勧奨による適切な介入を行うこと

で、腎機能低下の遅延、人工透析導入の予防又は導入時期の遅延に繋げ、対象者の生活の質の向

上と医療費の適正化を図る。 

対象者 

前年度特定健診の結果及びレセプトデータから以下の①又は②に該当する人 

①保健指導対象者 

市医師会加入医療機関で糖尿病関連（糖尿病や糖尿病性腎症）の治療中の人（前年度特定健診

結果がＨｂＡ１ｃ６．５％以上又は空腹時血糖１２６ｍｇ/ｄｌ以上の人を優先） 

②受診勧奨対象者 

前年度特定健診結果がＨｂＡ１ｃ６．５％以上又は空腹時血糖１２６ｍｇ/ｄｌ以上の未治療者、並びに治

療を中断した人 

※②は令和４年度（２０２２年度）から事業対象に追加 

ストラクチャー 

（実施体制） 
業務委託及び保険年金グループ 

プロセス 

（実施方法） 

①保健指導対象者 

案内送付後に電話による参加勧奨を実施。主治医から事業参加可と判断された参加希望者に対

し、保健師・管理栄養士による個別の保健指導を実施。指導内容や対象者の取組状況等は定期的

に主治医へ報告し、連携を行いながら進める。 

※令和３年度（２０２１年度）からはオンライン方式も選択可 

②受診勧奨対象者 

案内送付後に電話による医療機関への受診勧奨を実施し、その後の受診の有無をレセプトデータで

確認。 

アウトプット 

（実施量・実施率） 

平成３０年度 

（２０１８年度） 

令和元年度 

（２０１９年度） 

令和２年度 

（２０２０年度） 

令和３年度 

（２０２１年度） 

令和４年度 

（２０２２年度） 

保健指導実施者数 １１人 ２１人 - １２人 １４人 

受診勧奨実施者数 - - - - １９人 

アウトカム 

（成果指標） 

平成３０年度 

（２０１８年度） 

令和元年度 

（２０１９年度） 

令和２年度 

（２０２０年度） 

令和３年度 

（２０２１年度） 

令和４年度 

（２０２２年度） 

治療中の人に占めるＨｂ

Ａ１ｃ８．０％以上の割合 
２．８％ ４．０％ ３．４％ １０％ ●●．●％※ 

HbA１c６．５％以上の人

に占める未治療者の割

合 

４５．８％ ４４．１％ ３８．２％ ３１．８％ ●●．●％※ 

新規人工透析患者数 ２人 ０人 １人 ０人 ０人 

総合評価 

新型コロナウイルス感染症流行の影響により、令和２年度（２０２０年度）は保健指導参加者が途中

で辞退したため、翌年からオンライン方式も採用するなど工夫し、参加者確保と指導完了に繋げまし

た。主治医と連携した保健指導により、参加者の多くで行動変容や数値改善が見られました。新規

人工透析患者数は年０～２人で推移しており、本事業の取組みによる一定の効果があったと評価し

ています。 

ただし、治療中のコントロール不良とされるＨｂＡ１ｃ８．０％以上の人の割合は令和３年度（２０２１年

度）に上昇しており、外出自粛による食事や運動などの生活習慣の変化がその一因と考えられます。

今後も本事業への参加を促し、主治医との連携を図りながら適切な指導を行うことで、重症化予防

を図ることが必要です。 

令和４年度（２０２２年度）から未治療者・治療中断者への受診勧奨を開始しましたが、先述の「非肥

満高血圧・高血糖重症化予防対策事業」の対象者との重複があるため、事業を整理し、令和６年度

（２０２４年度）からは健診有所見者（血糖）への受診勧奨は本事業に統合して実施します。 

※令和４年度（２０２２年度）実績値は大阪府国民健康保険団体連合会から後日提供される資料を基に記載予定 
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（１２）後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用促進 

事業の目的 後発医薬品の普及・啓発を行い、国民健康保険被保険者の負担の軽減と医療費の適正化を図る。 

対象者 

①市が指定する生活習慣病関連の医薬品の処方期間が１か月間で２８日以上あり、後発医薬品に

切り替えた場合の財政効果が見込まれる人 

②国民健康保険被保険者全員 

ストラクチャー 

（実施体制） 
業務委託及び保険年金グループ 

プロセス 

（実施方法） 

①現在使用中の医薬品を後発医薬品に変えた場合の自己負担額（最低負担額）を情報提供する

ために差額通知を発送。（年３回） 

②後発医薬品の品質や使用促進の意義に関する情報を記載したパンフレットの配布、市の広報誌

及びホームページへの記事掲載、国民健康保険料納付通知書にチラシを同封して啓発を行う。 

アウトプット 

（実施量・実施率） 

平成３０年度 

（２０１８年度） 

令和元年度 

（２０１９年度） 

令和２年度 

（２０２０年度） 

令和３年度 

（２０２１年度） 

令和４年度 

（２０２２年度） 

差額通知発送件数 １，４１０件 １，２０５件 １，２８４件 １，０５９件 ５８３件 

アウトカム 

（成果指標） 

平成３０年度 

（２０１８年度） 

令和元年度 

（２０１９年度） 

令和２年度 

（２０２０年度） 

令和３年度 

（２０２１年度） 

令和４年度 

（２０２２年度） 

数量シェア 

（目標：８０％） 
６２．８％ ６６．３％ ６８％ ６９．７％ ７０．４％ 

総合評価 

差額通知の発送や各種媒体による周知啓発を実施したことにより後発医薬品への切り替えが進み、

数量シェアは年々上昇傾向していますが、目標未達成でした。差額通知発送件数は数量シェアと反

比例するため減少傾向にあります。 

大阪府国民健康保険運営方針の規定に従い、適宜差額通知の条件設定の見直しを行うとともに、

国民健康保険被保険者への周知啓発を継続するなど、さらなる使用促進の取組みを推進する必要

があります。 
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２ 健康課題 

健康課題 関連事業 

特
定
健
康
診
査 

特定健診受診率は上昇傾向ですが、健診も医療も未受診である健康状態未把握者が特定健診

対象者の１３％を占めていることや４０～５０歳代の受診率が約２０%と低いことから、未受診者対

策を強化する必要があります。また、４０歳未満の人にも健診を実施し、若いうちからの健康づくり

の重要性を啓発することが必要です。健診受診者には継続受診を促すとともに、健康づくりや生活

習慣の改善に向けた個別の情報提供を行い、有所見者には医療機関への受診勧奨や保健指導

を実施するなど適切な支援・介入に繋げる必要があります。 

●特定健康診査受診率

向上対策 

●人間ドック費用助成

事業 

特
定
保
健
指
導 

特定保健指導の対象者割合は、大阪府と国よりも低い傾向があります。特定保健指導利用率及

び実施率は、動機付け支援では大阪府と国よりも高くなっていますが、積極的支援では低くなって

います。未利用者対策のほか、ＩＣＴの活用にも注力し、効果的・効率的な保健指導を実施すること

で、実施率の向上及び特定保健指導対象者の減少率の向上に繋げる必要があります。 

●特定保健指導未利用

者対策 

●健康教育（カラダすっ

きり運動教室） 

人
工
透
析 

腎不全の標準比死亡比は大阪府よりも高い傾向にあります。また、人工透析のレセプト件数は５０

歳以上で多くなっています。ただし、糖尿病のレセプト件数はやや少ないことから、潜在的な未治療

者が多い可能性があります。新規導入患者を増やさないよう、引き続き未治療者・治療中断者へ

の受診勧奨や治療中の人への主治医と連携した保健指導に取り組む必要があります。 

●糖尿病性腎症重症化

予防事業 

糖
尿
病 

血糖の健診有所見者割合は６０％前後で推移しており、そのうち約１０％が受診勧奨判定値以上

です。女性に比べ、男性に有所見者が多く、男性では肥満者、女性では非肥満者に有所見者が多

い傾向があります。 

心
疾
患
・
脳
血
管
疾
患 

心疾患と脳血管疾患の標準比死亡比は大阪府よりも低くなっていますが、脳血管疾患の入院レセ

プト件数は一部の年齢で大阪府と全国よりも多くなっています。しかし、高血圧性疾患のレセプト件

数はやや少ないことから、潜在的な未治療者が多い可能性があります。要介護認定者の有病者割

合が最も多い疾患は心疾患であることから、健康づくり及び介護予防の双方の観点からも疾病予

防・重症化予防の取組みが必要です。 

●健診異常値放置者・治

療中断者への医療機関

受診勧奨事業 

●高血圧重症化予防対

策事業（血圧改善教室） 

●高血圧症予防対策啓

発事業 

●脳ドック費用助成事業 

高
血
圧
性
疾
患 

血圧の健診有所見者割合は５０％前後で推移しており、そのうち半数が受診勧奨判定値以上で

す。女性に比べ、男性に有所見者が多く、男性では肥満者、女性では非肥満者に有所見者が多い

傾向があります。高血圧性疾患のレセプト件数は年齢が上がる程多くなっていますが、大阪府と全

国よりも少なくなっています。高血圧症の予防に関する知識の普及をはじめ、健診有所見者への受

診勧奨により適切な治療に繋げる必要があります。 

脂
質
異
常
症 

脂質の健診有所見者割合は６０％前後で推移しており、そのうち約３０％が受診勧奨判定値以上

です。女性に比べ、男性に有所見者が多く、男性では肥満者、女性では非肥満者に有所見者が多

い傾向があります。脂質異常症のレセプト件数は年齢が上がる程多くなっていますが、大阪府と全

国よりも少なくなっています。有所見者への受診勧奨等、適切な介入が必要です。 

が
ん 

がんの標準比死亡比は大阪府よりも低くなっていますが、生活習慣病に占めるがんの医療費の割

合は約６０％になっています。本市のがんの医療費のうち、「気管、気管支及び肺」と「乳房」のがん

が２５％を占めています。喫煙者は大阪府と全国と比べてやや少ないですが、禁煙について情報提

供し、特定保健指導等の面談時には個別に禁煙を促す必要があります。また、がん検診の受診を

広く周知啓発し、早期発見・早期治療に繋げる必要があります。 

●がん検診の啓発 

●禁煙支援 

●肺がんドック費用助成

事業 

要
介
護 

平均寿命は大阪府と全国よりも長いですが、健康寿命と平均寿命の差（不健康な期間）は男性で

１．８年、女性で３．７年となっています。要介護認定率は大阪府より低いものの、全国よりやや高い

傾向にあります。要介護認定者の有病者割合は心疾患と筋・骨格疾患が多くを占めています。特

定健診質問票における咀嚼機能の状況では、「かみにくい」「ほとんどかめない」という人は２０％

にのぼります。また、半数以上が定期的な運動習慣がないと回答しています。「健康づくり＝介護予

防」を広く普及・啓発し、介護予防の取組みを推進する必要があります。 

●介護予防事業 

●歯科健診の啓発 

肺
炎
・
骨
折 

肺炎の標準比死亡比は大阪府よりもやや高く、６０歳以上の肺炎の入院レセプト件数が多いため、

肺炎球菌ワクチン接種の啓発など、肺炎の予防に繋げる必要があります。また、女性の骨折（入

院）や骨粗しょう症（外来）のレセプト件数が大阪府と全国よりも多くなっているため、骨粗しょう症

検診の啓発を行い、適切な治療に繋げる必要があります。 

●肺炎球菌ワクチン接

種の啓発 

●骨粗しょう症検診の

啓発 

後
発
医
薬
品 

後発医薬品使用割合（数量シェア）は大阪府と全国に比べ、低く推移しています。後発医薬品につ

いての更なる理解の促進を図るため、差額通知書の送付や各種媒体への記事掲載により、後発

医薬品の品質や使用促進の意義等について周知啓発する必要があります。 

●後発医薬品（ジェネリ

ック医薬品）使用促進 

受
診
・
服
薬 

重複・頻回受診者数及び重複・多剤服薬者数は、新型コロナウイルス感染症流行前の水準に戻り

つつあります。市医師会及び市薬剤師会との連携を行いながら基準該当者への保健指導を行うと

ともに、医療機関受診時のおくすり手帳の活用などについて広く周知啓発を行う必要があります。 

●適正受診・適正服薬

指導事業 
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３ 第３期保健事業実施計画（データヘルス計画）の目標 

【第３期保健事業実施計画（データヘルス計画）の方向性】 

生活習慣病を予防することは、将来的に生活の質（ＱＯＬ）に直接的に影響していますが、

生活習慣病の患者は年々増加傾向となっています。 

被保険者が将来にわたって生活の質を維持し向上するためには、生活習慣病予防に対する意

識の高揚が重要であることから、生活習慣病のリスク保有者に対して適切な保健事業を実施し

ていくことが重要です。 

そのため、特定健診受診者のうち非肥満者も含めた生活習慣病のリスクがある被保険者に対

して、早期に介入し予防対策を講じることで、健康寿命の延伸及び医療費の抑制につなげるこ

とに重点を置いた取組みを実施していきます。 

 

【中長期目標】 

○個別保健事業及び短期目標に取り組むことにより、生活習慣病の発症予防と早期発見・早

期治療を推進し、「健康寿命の延伸」を図ります。 

○高血圧症、糖尿病及び脂質異常症などの重症化予防を促進することにより、脳血管疾患や

虚血性心疾患の発症、腎不全による人工透析の導入の抑制を図ります。 

 

【短期目標】 

評価指標 
現状値 

（令和４年度） 

目標値 

（令和１１年度） 

特定健康診査受診率 ３７．６％ ６０％ 

特定保健指導実施率 ２４．３％ ６０％ 

健診異常値放置者（血圧）の割合 

（収縮期血圧１６０ｍｍＨｇ以上又は拡張期血圧１００ｍｍＨｇ以上） 
●●．●％※ ２０％ 

健診異常値放置者（血糖）の割合 

（ＨｂＡ１ｃ６.５％以上又は空腹時血糖１２６ｍｇ/ｄｌ以上） 
●●．●％※ ２０％ 

健診異常値放置者（脂質）の割合 

（ＬＤＬコレステロール１８０ｍｇ/ｄｌ以上） 
●●．●％※ ２０％ 

治療中の人に占めるＨｂＡ１ｃ８.０以上の人の割合 ●●．●％※ ３％ 

※令和４年度（２０２２年度）実績値は大阪府国民健康保険団体連合会から後日提供される資料を基に記載予定 
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４ 第３期保健事業実施計画（データヘルス計画）における保健事業の実施内容 

（１）特定健康診査 

事業の目的 

メタボリックシンドロームに着目した検査項目の健康診査を実施し、生活習慣病の早期発見と予防に

努める。また、対象者の健康意識の向上を図るとともに、健康状態を把握し、有所見者を特定保健指

導や生活習慣病重症化予防等の各事業へ繋げる。 

対象者 ４０歳以上７４歳以下の国民健康保険被保険者 

ストラクチャー 

（実施体制） 
大阪府医師会との委託契約により、指定医療機関において個別健診で実施。 

プロセス 

（実施方法） 

【受診券発送】 

４月１日時点で国民健康保険に加入している対象者へ５月下旬に受診券を発送。 

がん検診等のチラシを同封し、同時受診の啓発を実施。 

 

【実施期間】 

６月１日～翌年３月３１日 

 

【自己負担】 

無料 

 

【検査項目】 

●基本項目 

問診、身体計測（身長、体重、ＢＭＩ、腹囲）、診察、血圧測定、血液検査(空腹時中性脂肪、ＨＤＬコレ

ステロール、ＬＤＬコレステロール、空腹時血糖又はＨｂＡ１ｃ、ＡＳＴ(ＧＯＴ）、ＡＬＴ(ＧＰＴ)、γ-GT(γ-

GTP)、尿酸、クレアチニン、ｅＧＦＲ)、尿検査（尿糖、尿蛋白） 

●詳細項目 

貧血検査（赤血球数、血色素、ヘマトクリット値）、心電図検査、眼底検査 

※国が定める一定基準のもと、医師が必要と認めた場合に実施 

●独自項目 

血液検査（総コレステロール、ALP、アミラーゼ、尿素窒素、アルブミン）、尿検査（尿潜血）、心電図

検査、眼底検査 

※市内の指定医療機関で受診する場合に実施 

アウトプット 

（実施量・実施率） 

令和４年度（２０２２年度） 

（計画策定時実績） 

令和１１年度（２０２９年度） 

（計画最終年度目標値） 

特定健康診査受診率 ３７．６％ ６０％ 

アウトカム 

（成果指標） 

令和４年度（２０２２年度） 

（計画策定時実績） 

令和１１年度（２０２９年度） 

（計画最終年度目標値） 

受診率の推移 ＋０．１％ ＋３．０％ 
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（２）特定保健指導 

事業の目的 
メタボリックシンドロームに関する基礎知識、予防のための食事・運動指導を行う機会を設け、対象者

が生活習慣病予備群の状態を改善するためのセルフケア（自己管理）が出来るように支援する。 

対象者 
特定健診の結果、メタボリックシンドローム基準（腹囲が一定基準以上又はＢＭＩが２５以上で、血圧・

脂質・血糖が一定基準以上）に該当した人（服薬中を除く） 

ストラクチャー 

（実施体制） 
執行委任（健康推進グループ）及び業務委託 

プロセス 

（実施方法） 

【階層化及び案内発送】 

特定健診受診翌月に健診結果から対象者を選定・階層化し、案内を送付。 

 

【支援内容】 

●動機付け支援 

メタボリックシンドロームによる生活習慣病のリスクが出現し始めている人が対象。 

保健師・管理栄養士が生活習慣改善に必要な実践的支援を提供。 

●積極的支援 

メタボリックシンドロームによる生活習慣病のリスクが重なっている人が対象。 

保健師・管理栄養士が３か月以上にわたって生活習慣改善に必要な継続的支援 

を提供。 

 

【支援方法】 

●個別面接の実施 

保健師・管理栄養士による１人２０分以上の個別面接を実施。 

※保健センターへの来所、オンライン方式又は自宅への訪問から選択可 

●「筋活個別レッスン」の開催（年４回） 

健康運動実践指導者による運動方法（筋力維持と動脈硬化予防のための運動、自宅でできる簡単

筋力トレーニングなど）の個別指導を実施。 

●オンライン運動支援 

スマートフォンで２４時間いつでも利用できる運動支援アプリを提供。利用開始から３か月間限定で

１００タイトル以上の運動系動画コンテンツを視聴可。 

アウトプット 

（実施量・実施率） 

令和４年度（２０２２年度） 

（計画策定時実績） 

令和１１年度（２０２９年度） 

（計画最終年度目標値） 

特定保健指導利用率 ２６．１％ ６０％ 

特定保健指導実施率 ２４．３％ ６０％ 

アウトカム 

（成果指標） 

令和４年度（２０２２年度） 

（計画策定時実績） 

令和１１年度（２０２９年度） 

（計画最終年度目標値） 

特定保健指導による特

定保健指導対象者の減

少率※ 

２６．２％ ３５％ 

※前年度の特定保健指導利用者のうち、当該年度は対象者ではなくなった人の割合 
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（３）特定健康診査受診率向上対策 

事業の目的 

対象者の健康意識の向上を図るとともに、健康状態を把握し、有所見者を特定保健指導や生活習

慣病重症化予防等の各事業へ繋げるため、未受診者受診勧奨と継続受診勧奨の両方を実施し、特

定健診の受診率向上を目指す。 

対象者 

①前年度特定健診未受診者、４０～５０歳代の特定健診対象者、不定期受診者等 

②当年度特定健診受診者 

③特定健診対象者全員 

ストラクチャー 

（実施体制） 
業務委託及び保険年金グループ 

プロセス 

（実施方法） 

①ハガキ又は電話による個別勧奨 

未受診者受診勧奨のターゲットの明確化を行い、ソーシャルマーケティングの手法を活用し対象者の

特性に合わせたハガキの送付又は電話による個別勧奨を実施。 

②継続受診勧奨 

当年度特定健診受診者に過去３年間の健診結果に基づく個別アドバイス冊子と景品を送付。 

がん検診、骨粗しょう症検診、歯科健診等の受診率向上に繋がるよう関連記事を掲載し周知する。 

③健診ＰＲの拡充 

●市広報誌及び市ホームページへの記事掲載、国民健康保険料納付通知書等にチラシを同封して 

啓発。 

●国民健康保険新規加入者に窓口で受診勧奨を行い、希望者には特定健診受診券を随時発行し 

郵送。 

●市ホームページに「特定健診受診券発行（再発行）申請フォーム」を掲載し、いつでも申請できる 

環境を整備。 

●市医師会の協力のもと、指定医療機関においてチラシやポスターの掲示、医師からの受診勧奨を 

実施。 

アウトプット 

（実施量・実施率） 

令和４年度（２０２２年度） 

（計画策定時実績） 

令和１１年度（２０２９年度） 

（計画最終年度目標値） 

未受診者勧奨実施者数

（ハガキ） 
- ２，０００人 

未受診者勧奨実施者数

（電話） 
１，６７６人 ２，０００人 

継続受診勧奨実施者数 １，８５０人 ３，０００人 

アウトカム 

（成果指標） 

令和４年度（２０２２年度） 

（計画策定時実績） 

令和１１年度（２０２９年度） 

（計画最終年度目標値） 

特定健康診査受診率 ３７．６％ ６０％ 

４０～５０歳代の特定健

康診査受診率 
２１．５％ ３５％ 

 

 

  



第３章 第３期保健事業実施計画（データヘルス計画） 

61 

 

 

 

（４）特定保健指導未利用者対策 

事業の目的 

特定保健指導の案内送付後、電話による個別勧奨を実施することで利用率の向上を図る。また、「健

康測定会」で自身の健康に関心を持ってもらうことで、利用率の向上と保健指導中断者の減少を図

る。 

対象者 特定保健指導対象者 

ストラクチャー 

（実施体制） 
執行委任（健康推進グループ） 

プロセス 

（実施方法） 

【電話勧奨】 

特定保健指導の案内送付後に保健師・管理栄養士による個別電話勧奨又は訪問による勧奨を実施。 

【「健康測定会」の開催】（年２回） 

特定保健指導対象者（未利用者も含む）に対し、「健康測定会」の案内を送付し、生活習慣改善の

動機付けを行うとともに、特定保健指導未利用者については当日に初回面接を実施。 

アウトプット 

（実施量・実施率） 

令和４年度（２０２２年度） 

（計画策定時実績） 

令和１１年度（２０２９年度） 

（計画最終年度目標値） 

勧奨実施者数 ２４８人 ２００人 

健康測定会参加者数 

（参加率） 

３０人 

（１２．１％） 

４０人 

（２０％） 

アウトカム 

（成果指標） 

令和４年度（２０２２年度） 

（計画策定時実績） 

令和１１年度（２０２９年度） 

（計画最終年度目標値） 

特定保健指導利用率 ２６．１％ ６０％ 

特定保健指導実施率 ２４．３％ ６０％ 
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（５）健診異常値放置者・治療中断者への医療機関受診勧奨事業 

事業の目的 

前年度特定健診の結果で異常値があったにも関わらず医療機関を受診していない人や生活習慣病

の治療を中断している人に適切な治療を受けてもらうことを重点目標として、受診勧奨を実施するこ

とで、健診有所見者に占める未治療者の割合のさらなる減少や生活習慣病の重症化予防を図る。 

対象者 

●健診異常値放置者 

前年度特定健診の結果が、以下の①又は②に該当する非肥満の人（服薬中を除く） 

①収縮期血圧１６０ｍｍＨｇ以上又は拡張期血圧１００ｍｍＨｇ以上 

②ＬＤＬコレステロール１８０ｍｇ/ｄｌ以上 

●生活習慣病治療中断者 

前年度レセプトデータから抽出した生活習慣病（高血圧症、脂質異常症等）の治療を中断している

人 

※糖尿病関連の健診異常値放置者・治療中断者は、糖尿病性腎症重症化予防事業の対象 

ストラクチャー 

（実施体制） 
業務委託及び保険年金グループ 

プロセス 

（実施方法） 

対象者に医療機関への受診を促す案内を送付後、保健師・管理栄養士が電話による医療機関への

受診勧奨を実施。 

その後の受診の有無をレセプトデータで確認。 

アウトプット 

（実施量・実施率） 

令和４年度（２０２２年度） 

（計画策定時実績） 

令和１１年度（２０２９年度） 

（計画最終年度目標値） 

受診勧奨完了者数 

（完了割合） 

３３人※１ 

（６１．１％） 
５０人 

アウトカム 

（成果指標） 

令和４年度（２０２２年度） 

（計画策定時実績） 

令和１１年度（２０２９年度） 

（計画最終年度目標値） 

収縮期血圧１６０ｍｍＨｇ

以上又は拡張期血圧 

１００ｍｍＨｇ以上の人に

占める未治療者の割合 

●●．●％※２ ２０％ 

ＬＤＬコレステロール１８０

ｍｇ/ｄｌ以上の人に占め

る未治療者の割合 

●●．●％※２ ２０％ 

※１収縮期血圧１６０ｍｍＨｇ以上又は拡張期血圧１００ｍｍＨｇ以上、並びにＨｂＡ１ｃ６．５％以上の人に実施していた 

「非肥満高血圧・高血糖重症化予防対策事業」における実績 

    ※２令和４年度（２０２２年度）実績値は大阪府国民健康保険団体連合会から後日提供される資料を基に記載予定 
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（６）健康教育（カラダすっきり運動教室） 

事業の目的 

「運動」に重点を置き、正しい運動方法の習得と同時に同じ目的の仲間と集う機会を設けることで生

活改善意欲の向上及び継続を支援し、対象者の日常生活の中に運動習慣を定着させ、メタボリック

シンドロームの解消や生活習慣病の予防・改善を図る。 

対象者 
特定健診の結果より、運動指導が必要と認められた人 

※過去の参加者も国民健康保険加入中であれば継続参加可 

ストラクチャー 

（実施体制） 
執行委任（健康推進グループ） 

プロセス 

（実施方法） 

特定保健指導利用者へ教室への参加勧奨を実施。 

参加希望者に健康運動実践指導者による集団指導（ウォーキングやストレッチ、筋力トレーニングな

ど）を実施。（年１２回） 

アウトプット 

（実施量・実施率） 

令和４年度（２０２２年度） 

（計画策定時実績） 

令和１１年度（２０２９年度） 

（計画最終年度目標値） 

教室参加者数 

（延べ人数） 
１４２人 ２００人 

新規教室参加者数 １０人 １５人 

アウトカム 

（成果指標） 

令和４年度（２０２２年度） 

（計画策定時実績） 

令和１１年度（２０２９年度） 

（計画最終年度目標値） 

特定保健指導実施率 ２４．３％ ６０％ 
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（７）適正受診・適正服薬指導事業 

事業の目的 
重複・頻回受診者及び重複・多剤服薬者に対して適正受診・適正服薬やセルフメディケーションにつ

いて指導し、医療費の適正化を図る。 

対象者 

前年度のレセプトデータで以下の①～④に該当する人 

①重複受診者（同一の疾病で１か月間に３医療機関以上受診） 

②頻回受診者（１か月間の診療実日数が１５日以上） 

③重複服薬者（１か月間に２医療機関以上から同一の薬効で２種類以上の内服薬の処方） 

④多剤服薬者（１か月間に２医療機関以上から１５種類以上の内服薬の処方） 

ストラクチャー 

（実施体制） 
業務委託及び保険年金グループ 

プロセス 

（実施方法） 

案内送付後に電話による参加勧奨を実施。 

参加希望者に保健師・管理栄養士による個別の保健指導を実施。 

※電話又はオンライン方式も選択可 

アウトプット 

（実施量・実施率） 

令和４年度（２０２２年度） 

（計画策定時実績） 

令和１１年度（２０２９年度） 

（計画最終年度目標値） 

保健指導実施者数 ２０人 ２０人 

アウトカム 

（成果指標） 

令和４年度（２０２２年度） 

（計画策定時実績） 

令和１１年度（２０２９年度） 

（計画最終年度目標値） 

重複・頻回受診者数 

（年度平均） 
８１人 ７０人 

重複・多剤服薬者数 

(年度平均) 
１３０人 １００人 
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（８）高血圧症予防対策啓発事業 

事業の目的 高血圧予防のための減塩に関する知識を普及し、意識的に減塩に取り組む人を増加させる。 

対象者 全市民 

ストラクチャー 

（実施体制） 
健康推進グループ 

プロセス 

（実施方法） 

●健康まつり等のイベント時に高血圧症や減塩についての知識の普及を行う。  

●市ホームページに掲載中の「健康大阪さやま２１×食育ひろば」に減塩についてのワンポイントアド

バイスを追加し、様々な年代に対して減塩の重要性について PRを行う。 

アウトプット 

（実施量・実施率） 

令和４年度（２０２２年度） 

（計画策定時実績） 

令和１１年度（２０２９年度） 

（計画最終年度目標値） 

イベント時の啓発活動

回数 
- １回 

健康大阪さやま２１×食

育ひろばへの掲載回数 
１回 １回 

アウトカム 

（成果指標） 

令和４年度（２０２２年度） 

（計画策定時実績） 

令和１１年度（２０２９年度） 

（計画最終年度目標値） 

健診有所見者（血圧） 

割合 
●●．●％※ ４０％ 

     ※令和４年度（２０２２年度）実績値は大阪府国民健康保険団体連合会から後日提供される資料を基に記載予定 
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（９）高血圧重症化予防対策事業（血圧改善教室） 

事業の目的 
高血圧の人に対し、血圧の基礎知識及び生活改善の重要性等を周知するとともに、日々の調理の工

夫等を指導し、高血圧の重症化を予防する。 

対象者 

前年度特定健診の結果が、以下の①又は②に該当する人 

①収縮期血圧が１６０ｍｍＨｇ以上又は拡張期血圧が１００ｍｍＨｇ以上の人 

②収縮期血圧が１４０～１５９ｍｍＨｇ又は拡張期血圧が９０～９９ｍｍＨｇの未治療者で保健指導利用

意思がある人 

（特定健診未受診であっても、医師より「高血圧」と指摘され重症化予防に関心のある人や国民健

康保険被保険者以外の人も一般公募により参加可） 

ストラクチャー 

（実施体制） 
執行委任（健康推進グループ） 

プロセス 

（実施方法） 

前年度特定健診の結果から抽出した対象者への案内送付と市広報誌での一般公募を実施。 

２日間にわたって血圧の基礎知識及び生活改善のポイントについての集団指導、減塩野菜料理の調

理体験と試食等を実施。（年１回） 

アウトプット 

（実施量・実施率） 

令和４年度（２０２２年度） 

（計画策定時実績） 

令和１１年度（２０２９年度） 

（計画最終年度目標値） 

参加者数 １８人 ２０人 

アウトカム 

（成果指標） 

令和４年度（２０２２年度） 

（計画策定時実績） 

令和１１年度（２０２９年度） 

（計画最終年度目標値） 

教室アンケート結果 

（理解度） 
８５．７％ ９０％ 

健診有所見者（血圧） 

割合 
●●．●％※ ４０％ 

     ※令和４年度（２０２２年度）実績値は大阪府国民健康保険団体連合会から後日提供される資料を基に記載予定 
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（１０）糖尿病性腎症重症化予防事業 

事業の目的 

主治医と連携した保健指導又は未治療者・治療中断者への受診勧奨による適切な介入を行うこと

で、腎機能低下の遅延、人工透析導入の予防又は導入時期の遅延に繋げ、対象者の生活の質の向

上と医療費の適正化を図る。 

対象者 

前年度特定健診の結果及びレセプトデータから以下の①又は②に該当する人 

①保健指導対象者 

市医師会加入医療機関で糖尿病関連（糖尿病や糖尿病性腎症）の治療中の人（前年度特定健診

結果がＨｂＡ１ｃ６.５％以上又は空腹時血糖１２６ｍｇ/ｄｌ以上の人を優先） 

②受診勧奨対象者 

前年度特定健診結果がＨｂＡ１ｃ６.５％以上又は空腹時血糖１２６ｍｇ/ｄｌ以上の未治療者、並びに治

療を中断した人 

ストラクチャー 

（実施体制） 
業務委託及び保険年金グループ 

プロセス 

（実施方法） 

①保健指導対象者 

案内送付後に電話による参加勧奨を実施。主治医から事業参加可と判断された参加希望者に対

し、保健師・管理栄養士による個別の保健指導を実施。指導内容や対象者の取組状況等は定期的

に主治医へ報告し、連携を行いながら進める。 

※オンライン方式も選択可 

②受診勧奨対象者 

案内送付後に電話による医療機関への受診勧奨を実施し、その後の受診の有無をレセプトデータで

確認。 

アウトプット 

（実施量・実施率） 

令和４年度（２０２２年度） 

（計画策定時実績） 

令和１１年度（２０２９年度） 

（計画最終年度目標値） 

保健指導実施者数 １４人 ２０人 

受診勧奨実施者数 １９人 ５０人 

アウトカム 

（成果指標） 

令和４年度（２０２２年度） 

（計画策定時実績） 

令和１１年度（２０２９年度） 

（計画最終年度目標値） 

治療中の人に占めるＨｂ

Ａ１ｃ８．０％以上の割合 
●●．●％※ ３％ 

HbA１c６．５％以上の人

に占める未治療者の割

合 

●●．●％※ ２０％ 

新規人工透析患者数 ０人 ０人 

     ※令和４年度（２０２２年度）実績値は大阪府国民健康保険団体連合会から後日提供される資料を基に記載予定 
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（１１）後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用促進 

事業の目的 後発医薬品の普及・啓発を行い、国民健康保険被保険者の負担の軽減と医療費の適正化を図る。 

対象者 

①市が指定する生活習慣病関連の医薬品の処方期間が１か月間で２８日以上あり、後発医薬品に

切り替えた場合の財政効果が見込まれる人 

②国民健康保険被保険者全員 

ストラクチャー 

（実施体制） 
業務委託及び保険年金グループ 

プロセス 

（実施方法） 

①現在使用中の医薬品を後発医薬品に変えた場合の自己負担額（最低負担額）を情報提供する

ために差額通知を発送。（年３回） 

②後発医薬品の品質や使用促進の意義に関する情報を記載したパンフレットの配布、市の広報誌

及びホームページへの記事掲載、国民健康保険料納付通知書にチラシを同封して啓発を行う。 

アウトプット 

（実施量・実施率） 

令和４年度（２０２２年度） 

（計画策定時実績） 

令和１１年度（２０２９年度） 

（計画最終年度目標値） 

差額通知発送件数 ５８３件 ５００件 

アウトカム 

（成果指標） 

令和４年度（２０２２年度） 

（計画策定時実績） 

令和１１年度（２０２９年度） 

（計画最終年度目標値） 

数量シェア ７０．４％ ８０％ 

 

 

  



第３章 第３期保健事業実施計画（データヘルス計画） 

69 

 

 

 

（１２）人間ドック等費用助成事業 

事業の目的 

満３０歳以上の国民健康保険被保険者を対象として人間ドック、脳ドック及び肺がんドック受診にか

かる費用の一部助成を行うことで、健康の保持増進、疾病の予防、早期発見及び早期治療を推進す

る。３０歳代の対象者には受診勧奨及び若いうちからの健診受診や健康づくりの重要性を周知する

案内を個別に送付することで、健康意識の向上と特定健診の受診率向上を図る。また、人間ドック受

診者のうち有所見者には受診勧奨や保健指導を実施するなど適切な介入を行う。 

対象者 
国民健康保険被保険者資格を取得してから１年以上経過していて、国民健康保険料を完納している

世帯に属している満３０歳以上７４歳以下の人 

ストラクチャー 

（実施体制） 
市が指定する医療機関において個別健診で実施 

プロセス 

（実施方法） 

【実施期間】 

４月１日～翌年３月３１日 

 

【金額】 

区分 市負担 自己負担 

人間ドック 健診費用から１０，０００円を差し引

いた金額（上限３０，０００円） 

健診費用から市負担額を差し引い

た金額 

脳ドック※１ ２２，５００円（１６，５００円） ２２，５００円（１６，５００円） 

肺がんドック※１ １５，５８０円（１１，４４０円） １５，５８０円（１１，４４０円） 
※１カッコ内は人間ドック併用の場合の金額 

 

【検査項目】 

区分 項目 

人間ドック 公益社団法人日本人間ドック学会が定める一日ドック基本検査項目 

（４０歳以上の人は特定健診項目を同時実施） 

脳ドック※２ 問診・身体計測・胸部Ｘ線撮影・血圧測定・心電図・尿検査・血液検査・ＭＲ

Ｉ・ＭＲＡ・頸部動脈超音波検査・総合判定 

肺がんドック※２ 問診・身体計測・胸部Ｘ線撮影・胸部ＣＴ撮影・血液検査（腫瘍マーカー）・

喀痰細胞診検査・総合判定 
※２人間ドック併用の場合、共通する検査項目は一部省略 

 

【制度周知】 

●市広報誌及び市ホームページへの記事掲載、国民健康保険料納付通知書等にチラシを同封して

啓発。 

●３０歳代の対象者には、個別に受診勧奨の案内を送付。 

 

【有所見者への介入】 

人間ドック受診者のうち有所見者には受診勧奨や保健指導を実施。 

アウトプット 

（実施量・実施率） 

令和４年度（２０２２年度） 

（計画策定時実績） 

令和１１年度（２０２９年度） 

（計画最終年度目標値） 

人間ドック受診者数 ２０９人 ２４０人 

脳ドック受診者数 １５人 ３０人 

肺がんドック受診者数 １３人 ２０人 

３０歳代への受診勧奨カ

バー率 
１００％（７１０人） １００％ 

アウトカム 

（成果指標） 

令和４年度（２０２２年度） 

（計画策定時実績） 

令和１１年度（２０２９年度） 

（計画最終年度目標値） 

若年者の健康意識向上

（３０歳代の人間ドック受

診者数） 

１０人 ２０人 
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（１３）介護予防事業 

事業の目的 

「健康づくり＝介護予防」を広く普及・啓発し、より早期から介護予防の意義を浸透させるとともに、

年齢や心身の状態などによることなく、誰もが利用しやすい効果的な介護予防への取組みを推進す

ることで、健康寿命の延伸を目指す。 

また、運動器機能の向上、口腔機能の維持・改善や栄養改善、認知症予防等の普及・啓発講座の開

催を通じ、高齢者本人への働きかけだけではなく、本人が地域の中に生きがいを見いだすことができ

る居場所づくりも踏まえた事業を推進する。 

対象者 大阪狭山市内に居住する高齢者等 

ストラクチャー 

（実施体制） 
高齢介護グループ及び保険年金グループ 

プロセス 

（実施方法） 

①介護予防普及啓発事業 

心身機能の向上の場として実施している５事業（さやまエイジングエクササイズ、元気コミュニティ教

室、水中運動教室、脳の健康教室、いきいき百歳体操）について、各事業のさらなる普及・啓発を図

り、市民ニーズに対応した事業展開を図る。 

（保険年金グループでは、国民健康保険被保険者のうち特定健診問診票から運動習慣のない６５歳

以上の人を抽出して本事業の案内を送付し、フレイル予防に対する意識付けや取組みを推進。） 

 

②いきいき百歳体操事業 

加齢に伴う運動機能の低下や転倒等による骨折の防止、健康増進の意識醸成を目的とし、全身の

筋力アップにつながる介護予防体操を、各地区の誰もが気軽に通うことのできる身近な場所で、地

域の住民により実施することを支援。 

また、保健師、理学療法士による支援のほか、管理栄養士、歯科衛生士による講話や健康相談を実

施。 

アウトプット 

（実施量・実施率） 

令和４年度（２０２２年度） 

（計画策定時実績） 

令和１１年度（２０２９年度） 

（計画最終年度目標値） 

参加勧奨実施者数 

（保険年金グループ） 
１６３人 ２００人 

いきいき百歳体操事業

実施か所数 
２８か所 ４５か所※ 

アウトカム 

（成果指標） 

令和４年度（２０２２年度） 

（計画策定時実績） 

令和１１年度（２０２９年度） 

（計画最終年度目標値） 

健康寿命 男性：８０．２歳 女性：８５歳 計画策定時実績より延伸 

※「大阪狭山市高齢者保健福祉計画及び第９期介護保険事業計画（計画期間：令和６年度（２０２４年度）～ 

令和８年度（２０２６年度）」における令和８年度（２０２６年度）の目標値 
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第４章 第４期特定健康診査等実施計画 

１ 特定健康診査・特定保健指導実施の基本的な考え方 

高血圧症・糖尿病や脂質異常症等の生活習慣病は、内臓脂肪の蓄積に起因するとされ、肥満

に加え、高血糖、高血圧等の状態が重複した場合には、虚血性心疾患や脳疾患、腎不全等の発

症リスクが高くなります。このため、メタボリックシンドロームの概念に基づき、その該当者

及び予備群に対して、運動習慣の定着や重症化による虚血性心疾患や脳血管疾患、腎不全等の

発症リスク低減を図ることが必要です。 

特定健康診査及び特定保健指導は、内臓脂肪型肥満に着目し、その要因となっている生活習

慣を改善するための保健指導を行い、メタボリックシンドローム該当者・予備群を減少させる

ために実施します。 

また、参加者が自らの健康状態を自覚し、生活習慣改善のための自主的な取組みを継続的に

行うことをめざします。 

 

２ 目標値の設定 

（１）目標値の考え方 

国は「高齢者の医療の確保に関する法律」第１８条の規定により定める特定健康診査等基本

指針において、市町村国民健康保険における令和１１年度（２０２９年度）の目標値について、

特定健康診査受診率及び特定保健指導実施率は６０％以上、特定保健指導対象者の減少率は平

成２０年度（２００８年度）と比較して２５％以上とすることを掲げています。 

 

（２）大阪狭山市の目標値 

本市の目標値の設定にあたっては、国が示す目標値を尊重し、令和１１年度（２０２９年度）

の特定健康診査受診率及び特定保健指導実施率の目標値を６０％と設定します。 

また、平成２０年度（２００８年度）と比較した特定保健指導対象者の減少率についても、

国の目標値である２５％以上減少と設定します。 
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第４期計画における国の目標値 

目標値の項目 令和１１年度（２０２９年度）の目標値 

特定健康診査受診率 市町村国保の被保険者に係る受診率６０％以上 

特定保健指導実施率 特定保健指導対象者に係る実施率６０％以上 

特定保健指導対象者の減少率 平成２０年度（２００８年度）と比較し、２５％以上減少 

 

第４期計画における大阪狭山市の目標値 

目標値の項目 
令和６年度 

（２０２４年度） 

令和７年度 

（２０２５年度） 

令和８年度 

（２０２６年度） 

令和９年度 

（２０２７年度） 

令和１０年度 

（２０２８年度） 

令和１１年度 

（２０２９年度） 

特定健康診査受診率 ４５% ４８% ５１% ５４% ５７% ６０% 

特定保健指導実施率 ３５% ４０% ４５% ５０% ５５% ６０% 

特定保健指導対象者の減少率 平成２０年度（２００８年度）比２５％以上減少 

 

目標値より算出した大阪狭山市の特定健康診査対象者・受診者数及び受診率の推計 

項目 
令和６年度 

（２０２４年度） 

令和７年度 

（２０２５年度） 

令和８年度 

（２０２６年度） 

令和９年度 

（２０２７年度） 

令和１０年度 

（２０２８年度） 

令和１１年度 

（２０２９年度） 

４０～

６４歳 

男 

対象者 １,５１５人 １,５４５人 １,５２４人 １,４７９人 １,４７３人 １,４６０人 

受診者 ４５５人 ５１７人 ５６０人 ５８９人 ６３３人 ６７５人 

受診率 ３０.０％ ３３.５％ ３６.８％ ３９.８％ ４３.０％ ４６.２％ 

女 

対象者 １,６２５人 １,５７９人 １,５３８人 １,４６８人 １,４１４人 １,３８５人 

受診者 ５７５人 ６１４人 ６４９人 ６６４人 ６８５人 ７１５人 

受診率 ３５.４％ ３８.９％ ４２.２％ ４５.２％ ４８.４％ ５１.６％ 

６５～

７４歳 

男 

対象者 １,６９９人 １,５９７人 １,４９０人 １,４１１人 １,３３２人 １,２６５人 

受診者 ９１２人 ９１４人 ９０１人 ８９７人 ８８８人 ８８４人 

受診率 ５３.７％ ５７.２％ ６０.５％ ６３.６％ ６６.７％ ６９.９％ 

女 

対象者 ２,４７７人 ２,２１７人 ２,０５８人 １,９７７人 １,９０３人 １,７９０人 

受診者 １,３５０人 １,２８６人 １,２６１人 １,２７２人 １,２８５人 １,２６６人 

受診率 ５４.５％ ５８.０％ ６１.３％ ６４.４％ ６７.５％ ７０.７％ 

合計 

男 

対象者 ３,２１４人 ３,１４３人 ３,０１３人 ２,８９１人 ２,８０５人 ２,７２５人 

受診者 １,３６７人 １,４３１人 １,４６１人 １,４８６人 １,５２１人 １,５５９人 

受診率 ４２.５％ ４５.５％ ４８.５％ ５１.４％ ５４.２％ ５７.２％ 

女 

対象者 ４,１０２人 ３,７９７人 ３,５９７人 ３,４４５人 ３,３１７人 ３,１７５人 

受診者 １,９２５人 １,９００人 １,９１０人 １,９３６人 １,９７０人 １,９８１人 

受診率 ４６.９％ ５０.０％ ５３.１％ ５６.２％ ５９.４％ ６２.４％ 

対象者 ７,３１６人 ６,９３９人 ６,６１０人 ６,３３６人 ６,１２２人 ５,９００人 

受診者 ３,２９２人 ３,３３１人 ３,３７１人 ３,４２２人 ３,４９１人 ３,５４０人 

受診率 ４５.０％ ４８.０％ ５１.０％ ５４.０％ ５７.０％ ６０.０％ 

※端数処理のため、対象者数及び受診者数の合計や受診率が一致しない場合があります。 

資料：法定報告、住民基本台帳及び被保険者台帳（令和元年度（２０１９年度）～令和４年度（２０２２年度）） 
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目標値より算出した大阪狭山市の特定保健指導対象者・実施者数及び実施率の推計 

項目 
令和６年度 

（２０２４年度） 

令和７年度 

（２０２５年度） 

令和８年度 

（２０２６年度） 

令和９年度 

（２０２７年度） 

令和１０年度 

（２０２８年度） 

令和１１年度 

（２０２９年度） 

４０～

６４歳 

動機付け

支援 

対象者 １８人 １９人 ２１人 ２１人 ２３人 ２４人 

実施者 ７人 ８人 １０人 １１人 １３人 １５人 

実施率 ３８.９％ ４２.１％ ４７.６％ ５２.４％ ５６.５％ ６２.５％ 

積極的

支援 

対象者 ２３人 ２５人 ２７人 ２８人 ２９人 ３１人 

実施者 ３人 ５人 ７人 ８人 １０人 １３人 

実施率 １３.０％ ２０.０％ ２５.９％ ２８.６％ ３４.５％ ４１.９％ 

６５～

７４歳 

動機付け

支援 

対象者 ８０人 ７８人 ７７人 ７７人 ７７人 ７６人 

実施者 ３２人 ３６人 ３９人 ４４人 ４８人 ５１人 

実施率 ４０.０％ ４６.２％ ５０.６％ ５７.１％ ６２.３％ ６７.１％ 

合計 

動機付け

支援 

対象者 ９８人 ９７人 ９８人 ９８人 １００人 １００人 

実施者 ３９人 ４４人 ４９人 ５５人 ６１人 ６６人 

実施率 ３９.８％  ４５.４％  ５０.０％  ５６.１％  ６１.０％  ６６.０％  

積極的

支援 

対象者 ２３人 ２５人 ２７人 ２８人 ２９人 ３１人 

実施者 ３人 ５人 ７人 ８人 １０人 １３人 

実施率 １３.０％  ２０.０％  ２５.９％  ２８.６％  ３４.５％  ４１.９％  

対象者 １２１人 １２２人 １２５人 １２６人 １２９人 １３１人 

実施者 ４２人 ４９人 ５６人 ６３人 ７１人 ７９人 

実施率 ３４.７％  ４０.２％  ４４.８％  ５０.０％  ５５.０％  ６０.３％  

※端数処理のため、対象者数及び実施者数の合計や実施率が一致しない場合があります。 

資料：法定報告、住民基本台帳及び被保険者台帳（令和元年度（２０１９年度）～令和４年度（２０２２年度）） 
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３ 特定健康診査の実施 

（１）対象者 

４０歳～７４歳（４０歳に到達者を含む）の本市国民健康保険被保険者を対象とします。 

 

（２）特定健康診査の内容 

【基本的な項目】 

項目 備考 

既往歴の調査 服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査（質問票）を含む 

自覚症状及び他覚症状の有無の検査 理学的検査（身体診察） 

身長・体重及び腹囲の測定 

腹囲の測定は、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと

認める時は、省略可 

腹囲の測定に代えて、内臓脂肪面積の測定でも可 

血圧測定 拡張期血圧、収縮期血圧 

BMI の測定 BMI＝「体重（kg）」÷「身長（m）の２乗」 

血液検査 

肝機能検査：AST（GOT）、ALT（GPT）、γ-GT（γ-GTP） 

血中脂質検査：空腹時中性脂肪（やむを得ない場合は随時中性脂肪）、HDL

コレステロール、LDL コレステロール（空腹時中性脂肪又は随時中性脂肪

が４００ｍｇ/ｄｌ以上又は食後採血の場合は、LDL コレステロールに代えて

Non-HDLコレステロール（総コレステロールから HDLコレステロールを

除いたもの）でも可） 

血糖検査：空腹時血糖（やむを得ない場合は随時血糖）又は HbA1c 

腎機能検査：血清クレアチニン（eGFR） 

尿酸 

尿検査 尿糖、尿蛋白 

 

【詳細な健診項目（一定基準のもと、医師が必要と認めた場合）】 

追加項目 実施できる条件（判断基準） 

血液検査 貧血検査（赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値） 

心電図検査、眼底検査  

 

【独自追加項目（本市民を対象に市内の医療機関に限り実施）】 

独自追加項目 実施できる条件（判断基準） 

血液検査 

血中脂質検査：総コレステロール 

肝機能検査：ALP 

膵機能検査：アミラーゼ 

腎機能検査：尿素窒素、アルブミン 

尿検査 尿潜血 

心電図検査、眼底検査  
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（３）実施形態・実施場所 

大阪府医師会との委託契約により、指定医療機関において個別健診で実施します。 

 

（４）実施期間 

各年６月１日から翌年３月末まで実施します。 

 

（５）自己負担額 

特定健診受診者の自己負担は無料とします。 

 

（６）周知や案内の方法等 

市広報誌及び市ホームページに掲載するとともに、国民健康保険料納付通知書送付時などの

機会を通じて行います。 

また、特定健診受診対象者に特定健診受診券を毎年５月下旬に一斉送付します。一斉送付後

に加入した対象者には、窓口で案内をします。 

受診券の紛失等による再発行の申請は、窓口、電話、市ホームページ上の申請フォームにて

受付します。 

 

（７）受診率向上に向けた取組み 

対象者の特性を分析し、郵送やコールセンターからの電話による受診勧奨を実施します。 

また、市医師会の協力のもと、指定医療機関においてチラシやポスターの掲示、医師からの

受診勧奨を行います。 

 

（８）結果の通知方法 

特定健診結果は、受診した特定健診実施機関から渡します。特に、異常値を示している項目

がある受診者については、医師から異常値の項目や程度等について受診者に説明するとともに、

後日、保健センターから特定保健指導の利用案内を送付します。 
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４ 特定保健指導の実施 

（１）特定保健指導対象者の選定と階層化 

特定保健指導の対象者を明確にするために国の基準に基づき、情報提供、動機付け支援及び

積極的支援の３つに階層化を行います。 

 

腹囲 

追加リスク 対象 

① 血糖 

② 脂質 

③ 血圧 

④ 喫煙歴※ ４０歳～６４歳 ６５歳～７４歳 

８５ｃｍ以上（男性) 

９０ｃｍ以上（女性） 

２つ以上該当  
積極的支援 

動機付け支援 
１つ該当 

あり 

なし  

上記以外かつ 

ＢＭＩ≧２５kg/㎡ 

３つ該当  
積極的支援 

動機付け支援 ２つ該当 
あり 

なし 
 

１つ該当  

※④喫煙歴の斜線欄は、階層化の判定が喫煙歴の有無に関係ないことを意味します。 

（追加リスク） 
①血糖：空腹時血糖（やむを得ない場合は随時血糖）１００mg/dl以上 

又はＨｂＡ１ｃ５.６％（NGSP値）以上 
②脂質：空腹時中性脂肪１５０mg/dl以上（随時中性脂肪１７５mg/dl以上） 

又はＨＤＬコレステロール４０mg/dl未満 
③血圧：収縮期１３０mmHg以上又は拡張期８５mmHg以上 

 

資料：厚生労働省（標準的な健診・保健指導プログラム） 

 

（２）特定保健指導の重点化の方法 

階層化の基準に基づいて特定保健指導の対象を設定したのち、該当する人が多数にのぼる場

合には、以下の条件によって優先順位を決め、対象者の絞り込みを行います。 

・年齢が比較的若く、予防効果が大きく期待できる対象者 

・特定健診結果の特定保健指導レベルが「情報提供レベル」から「動機付け支援レベル」、

「動機付け支援レベル」から「積極的支援レベル」に移行するなど、特定健診結果が前年

度と比較して悪化し、特定保健指導レベルでより綿密な特定保健指導が必要になった対象

者 

・質問項目の回答により、生活習慣改善の必要が高い対象者 

・前年度に積極的支援及び動機付け支援の対象者であったにもかかわらず、特定保健指導を

受けなかった対象者 

・リスク数が多く、生活習慣病に移行する可能性が高い対象者 
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（３）特定保健指導の実施方法 

 

支援レベル 内 容 

情報提供 

対象者が生活習慣病や特定健診結果から自らの身体状況を認識するとともに、健康な生活習

慣の重要性に対する理解と関心を深め、生活習慣を見直すよう、特定健診結果の情報提供にあ

わせて、個人の生活習慣やその改善に関する基本的な情報を提供します。 

動機付け支援 

対象者が自らの健康状態を自覚し、生活習慣の改善にかかる自主的な取組みの継続的な実施

に資することを目的として、行動計画を策定し、生活習慣改善のための動機付けに関する支援を

行います。行動計画の実績に関する評価は、３～６か月以上経過後に行います。 

積極的支援 

対象者が自らの健康状態を自覚し、生活習慣の改善にかかる自主的な取組みの継続的な実施

に資することを目的として、行動計画を策定し、生活習慣改善のための取組みに関する働きかけ

を３か月以上の期間で継続的に行います。行動計画の実績に関する評価は、対象者の状況に応

じて３～６か月以上経過後に行います。 

 

① 動機付け支援 

【対象者】 

特定健診結果・質問票から生活習慣の改善が必要と判断された人を対象とします。 

 

【支援頻度・期間】 

原則１回の支援を実施します。 

また、運動教室への参加を呼びかけるなど生活習慣改善が継続的に行われるよう支援します。 

 

【支援内容】 

（ア） 初回面接 

○１人２０分以上の個別支援、又は１グループ（１グループ概ね８人以下）概ね８０分以上

のグループ支援を実施します。 

○生活習慣と特定健診結果の関係への理解や生活習慣の振り返り、メタボリックシンドロー

ムや生活習慣病に関する知識と対象者本人の生活が及ぼす影響、生活習慣の振り返り等か

ら生活改善の必要性を説明します。 

○生活習慣を改善するメリットと現在の生活を続けるデメリットについて説明します。 

○食事・運動等の生活習慣の改善に必要な実践的な指導を行います。 

○対象者の行動目標や評価時期の設定を支援するとともに、必要な社会資源を紹介し、有効

に活用できるように支援します。 

○体重及び腹囲の計測方法について説明します。 

○生活習慣を振り返るとともに、行動目標や評価時期について話し合います。 

○対象者とともに行動目標及び行動計画を作成します。 

 

（イ） 実績評価 

○計画作成を指導した担当者が、対象者の状況に合わせ３～６か月経過後に面接又は通信等

（電話、メール、ＦＡＸ、手紙等）を利用し評価を行います。 
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○設定した個人の行動目標が達成されているか、身体状況や生活習慣に変化が見られたかに

ついて評価を行います。 

 

② 積極的支援 

【対象者】 

特定健診結果・質問票から生活習慣の改善が必要と判断された人を対象とします。 

 

【支援頻度・期間】 

３か月以上の継続的な支援を行います。 

また、運動教室への参加を呼びかけるなど、継続的に支援ができるようにします。 

ただし、２年連続して積極的支援に該当した対象者のうち、１年目に比べて２年目の状態が

改善した者※は動機付け支援相当の支援でも可とします。 

※ＢＭＩ３０未満の場合は腹囲１.０㎝以上かつ体重１.０㎏以上減少した者、ＢＭＩ３０以上の場合
は腹囲２.０㎝以上かつ体重２.０㎏以上減少した者をいう。 

 

【支援内容】 

（ア） 初回面接 

○形態・内容等は動機付け支援と同様とします。 

○３か月以上の継続的な支援は、アウトカム評価とプロセス評価を合計し、１８０ポイント

以上の支援を実施します。 

 

（イ） 実績評価 

○対象者の状況に合わせ、３～６か月経過後に実施します。 

○アウトカム評価は、主要達成目標を腹囲２．０ｃｍ以上かつ体重２．０ｋｇ以上減少とし、

生活習慣病予防に繋がる行動変容（食習慣、運動習慣、喫煙習慣、休養習慣又はその他の

生活習慣の改善）や腹囲１．０ｃｍ以上かつ体重１．０ｋｇ以上減少をその他目標として

設定します。プロセス評価は、介入１回ごとの評価とします。 

 

（４）実施形態・実施場所 

健康推進グループに執行委任し、市立保健センターにおいて実施します。 

なお、オンライン方式での特定保健指導は、業務委託で実施します。 

 

（５）実施期間 

通年で実施します。 

対象者１人につき、初回から３～６か月間にわたり特定保健指導を行います。 



第４章 第４期特定健康診査等実施計画 

79 

 

 

（６）周知や案内の方法 

特定健診受診券送付時に特定保健指導についての案内を同封します。また、特定保健指導対

象者に個別案内通知を行います。 

 

（７）実施率向上に向けた取組み 

特定保健指導の実施率向上に向けて、勧奨チラシ内容の工夫、手紙や電話、訪問を組み合わ

せた勧奨の実施とともに、対象者の状況に合わせた個別指導を実施します。 

 

（８）特定保健指導実施者の人材確保と資質向上 

特定保健指導に必要な保健師・管理栄養士等の適正人員の配置、運動指導士、在宅の専門職

の活用を進めます。 

また、研修への積極的な参加により、資質向上に努めます。 

 

 

５ 実施スケジュール 

実施月 

当該年度 翌年度 

４月 ５月 ６月 ７月 
８月～ 

翌年２月 
３月末 ４月 ５月末 １１月 

事
業
内
容 

特
定
健
診
対
象
者
を
抽
出
し
、
代
行
機
関
（
大
阪
府

国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
）
へ
送
付 

代
行
機
関
で
受
診
券
等
の
印
刷
・
送
付 

特
定
健
診
の
開
始 

特
定
保
健
指
導
の
初
回
面
接
・
支
援
の
開
始 

 

特
定
健
診
の
終
了 

特
定
健
診
デ
ー
タ
抽
出
（
前
年
度
分) 

前
年
度
特
定
保
健
指
導
の
初
回
面
接
終
了 

・
実
施
率
、
実
績
の
算
出
等
、
社
会
保
険 

診
療
報
酬
支
払
基
金
へ
の
報
告 

・
前
年
度
特
定
保
健
指
導
の
支
援
終
了 
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６ 標準的な健診・保健指導プログラムの主な変更点（抜粋） 

（１）保健指導のプロセスと必要な保健指導技術 

健診受診者全員に対して、必要な情報提供を行うことは重要である。特定健康診査・保健指

導において「情報提供」は、高確法第２４条に基づく特定保健指導には該当しないが、同法第

２３条により保険者が健診結果の通知を行う際には、対象者が生活習慣を改善又は維持してい

くことの利点を感じ、行動変容やセルフケア（自己管理）を目的として行うべきである。 

 

（２）ＩＣＴを活用した保健指導とその留意事項 

① 遠隔面接による保健指導の留意点 

遠隔面接（情報通信技術を活用した面接をいう）は、ビデオ通話システムを使うことにより、

顔が見えるだけでなく画面上で資料の提示も可能なため、対面に近い形で面接ができる。この

ため、対面での保健指導が困難であった対象者へのアプローチを広げる有効な手段である。 

遠隔面接の実施に当たっては、実施体制、機器・通信環境を整備するとともに、資料・教材・

器具等、対象者との情報共有、本人確認の方法について確立しておく必要がある。 

また、遠隔面接等の実施時に交換される個人情報が外部に漏えいすることがないよう、保健

指導実施者は、個人情報の保護に十分配慮するとともに、「医療情報システムの安全管理に関

するガイドライン」（厚生労働省）に準拠した情報管理など、個人情報保護に必要な措置を講じ

る。 

遠隔面接を実施する際に、保健指導実施者が留意すべき事項について、下記に示す。なお、

保健指導実施者が、自宅等勤務先以外で遠隔面接を行う場合も、これらの事項に留意しなけれ

ばならない。 

 

② アプリケーション等を用いた効果的な特定保健指導の工夫 

特定保健指導にアプリケーション等を導入することにより、これまで紙媒体の教材により行

っていた情報提供やセルフモニタリング記録などを、アプリケーション等を用いて行うことが

でき、対象者の行動変容の一助となることが期待される。 

一方、アプリケーション等の活用による生活習慣改善の効果が指摘されているが、全ての人

にとって効果的というわけではない。対象者のアプリケーション等の利用の意向やＩＣＴリテ

ラシーを確認し、アプリケーション等の利用が行動変容に効果的な対象者を見極めて導入する

ことが重要である。 
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（３）保健指導の未実施者及び中断者への支援 

保健指導の効果を高めるためには、保健指導実施者や保険者が連携し、全ての対象者が確実

に保健指導を受けるように努力することが必要である。 

 

（４）「無関心期」、「関心期」にある対象者への支援 

行動変容のステージ（準備状態）が「無関心期」、「関心期」にある対象者については、保健

指導に加えて行動変容につながりやすい環境整備を考慮する。 

「無関心期」にある者でも、何かがきっかけとなって行動変容への意欲が向上することがあ

る。そのため、ポピュレーションアプローチ（職域では、事業主と連携して）による、健康的

な環境づくり（単に情報を提供するだけでなく、環境を整えて健康的な選択を誘導する等の取

組み）が重要である。 

 

（５）２回目以降の対象者への支援 

支援を実施しても、保健指導レベルが改善せず、繰り返し保健指導対象者となる場合がある。

また、健診結果や生活習慣（行動変容ステージ）が改善したにもかかわらず、連続して保健指

導対象者になる場合もあるので留意する。 

 

（６）特定保健指導における情報提供・保健指導の実施内容 

特定健診・保健指導の枠組以外においてもメタボリックシンドロームに関する保健指導につ

いても活用が可能であるため、留意する。 

なお、特定保健指導の運用の詳細は、「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手

引き」の「２.特定保健指導」を参照する。 
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第５章 計画の推進 

１ 計画の見直し 

アウトプット（目的や目標の達成のために行われる事業の結果）及びアウトカム（事業の目

的や目標の達成度又は成果の数値目標）の２つの視点に沿ってＫＤＢ等を利用し、毎年度評価

を行います。 

また、ＰＤＣＡサイクルに沿った保健事業を展開するため、目標の達成状況及びその経年変

化の推移について把握し、中間評価及び必要に応じて計画の見直しを行い、次期計画の策定に

も評価の内容を反映します。 

 

２ 計画の公表・周知 

市ホームページにおいて公開します。 

 

３ 個人情報の保護 

個人情報の取扱いに関しては、「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）」

及びこれに基づく各種法令・ガイドライン、並びに「大阪狭山市個人情報の保護に関する法律

施行条例（令和４年大阪狭山市条例第２３号）」等の規定に基づき、適切に行います。 

保健事業を外部に委託する際は、個人情報の厳重な管理や目的外使用の禁止等を契約書に定

めるとともに、その取組状況について管理・監督を行います。 

 

４ 地域包括ケアに係る取組み 

健康課題を解決するために実施する保健事業のほか、国民健康保険被保険者が住み慣れた地

域である大阪狭山市で健康でいきいきと暮らせるまちづくりをめざし、地域包括ケアを推進す

るための基盤の構築に向け、高齢介護グループと連携し、事業を推進していきます。 

 

５ 関係課、関係機関との連携 

計画の推進にあたっては、健康推進グループや高齢介護グループ等と密に連携を取りながら

進めていきます。また、地域全体の健康課題を改善するために、関連機関・団体等と連携して

取り組みます。 
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用語集 

用語 解説 

ＡＢＣ  

ＡＬＴ 

アミノ酸の合成に必要な酵素で、肝臓に多く含まれます。脂肪肝など、肝臓の細胞に障害があると、

数値が高くなります。AST とともに肝機能の評価に用います。特定健診では３１Ｕ/ｌ以上でリスクあり

と判定されます。 

（AST…アミノ酸の合成に必要な酵素で、肝細胞、心臓、筋肉、腎臓に含まれます。これらの臓器の細

胞が破壊されると値が高くなります。特定健診では、３１Ｕ/ｌ以上でリスクありと判定されます。） 

ＢＭＩ 
ボディ・マス・インデックスの略語で、体重（kg）÷身長（m）÷身長（m）で算出されます。日本肥満学

会では２２を標準とし、１８.５未満を痩せ、２５以上を肥満としています。 

ｅＧＦＲ 

eGFR（推算糸球体濾過量）は、血液中のクレアチニン値と年齢・性別から計算式を用いて算出され

ます。直接腎臓の機能（GFR）を測定するのは、検査がとても複雑で時間を要するため、日常検査で

は、計算式によって算出されるこの数値を腎機能のスクリーニング検査として用います。 

ＨＤＬコレステロール 
善玉コレステロールとも呼ばれ、血液中にあって動脈硬化の原因となるコレステロールを取り除き、

肝臓へ運ぶ働きをしています。特定健診では、４０mg/dl未満でリスクありと判定されます。 

ＨｂＡ１ｃ（ヘモグロビンエーワンシー） 

健康診査の血液検査項目の１つです。過去１～２か月の血糖値の平均を反映する指標で、糖尿病の

診断に使われます。赤血球中のヘモグロビンとブドウ糖が結合したもので、血液中のブドウ糖が多い

ほど値が高くなります。健診直前などの食事の影響を受けないので値にばらつきが少なく、血糖値を

コントロールするための重要な情報です。 

【参考・特定健康診査における基準】 

保健指導判定値：５.６～６.４％、受診勧奨判定値：６.５％以上 

ＩＣＴ 
Information & Communications Technology の略です。情報通信技術のことで、ネットワーク

を利用して多様なコミュニケーションを行います。 

ＫＤＢ（国保データベース）システム 
国民健康保険の保険者等から委託を受けて、都道府県国民健康保険団体連合会および国民健康

保険中央会において、被保険者の特定健診やレセプト等のデータを共同処理するものです。 

ＫＰＩ 
業績管理評価のための重要な指標です。KPI を正しく設定することは、組織の目標を達成する上で

必要不可欠です。 

ＬＤＬコレステロール 

肝臓でつくられたコレステロールを各臓器に運ぶ働きをする低比重リポたんぱくのことです。細胞内

に取り込まれなかった余剰なコレステロールを血管内に放置し、動脈硬化を引き起こす原因となりま

す。 

ＰＤＣＡサイクル 
業務プロセスの管理手法の一つで、計画（plan）→実行（do）→評価（check）→改善（action）と

いう４段階の活動を繰り返し行うことで、継続的にプロセスを改善してゆく手法です。 
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用語 解説 

【あ行】  

アウトカム 
事業を実施し、「その結果どうなったか」といった成果のことです。例えば、健診結果の変化、合併症

発生率の低下、医療費の変化などが用いられます。 

アウトプット 
事業を「どれだけやった」といった直接的に発生した結果、事業実施量のことです。例えば、健診の受

診率や保健指導利用率、健康教室等の参加者数などが用いられます。 

【か行】  

拡張期血圧 
心臓が拡張したときの血圧のことです。全身を循環する血液が肺静脈から心臓へ戻った状態で血圧

が最も低くなるため、最低血圧とも呼ばれています。 

虚血性心疾患 

心筋梗塞や狭心症など、心臓の筋肉（心筋）に栄養や酸素を運んでいる血管に動脈硬化が起こり、

血流が悪くなって起こる障害で、狭心症は酸素不足の状態が一時的のため回復するのに対し、心筋

梗塞は冠状動脈が完全に塞がって、その先の血流が途絶えて心筋が壊死してしまう病気です。 

健康寿命 健康上の問題で、日常生活が制限されることなく生活できる期間のことです。 

後発医薬品（ジェネリック医薬品） 

先発医薬品（新薬）の有効成分そのものに対する特許である物質特許が切れた医薬品を他の製薬

会社が製造・供給する医薬品で、先発医薬品と治療学的に同等であるものとして承認されたもので

す。先発医薬品が研究や実験などの開発に膨大な費用を要するのに対し、後発医薬品は開発費が

抑えられるため、一般的に低価格です。 

【さ行】  

脂質異常症 

従来、総コレステロール、LDLコレステロール又は中性脂肪のいずれかが基準より高いか、「善玉」と

されるHDLコレステロール値が基準より低い場合を総称して「高脂血症」と呼んでいましたが、善玉

コレステロール値が低い場合も「高脂血症」と呼ぶのは適当でないとして、平成１９年４月に日本動

脈硬化学会が病名を「高脂血症」から「脂質異常症」に変更しました。 

疾病分類 

異なる国や地域から、異なる時点で集計された死亡や疾病のデータの体系的な記録、分析、解釈及

び比較を行うため、世界保健機関（WHO）が作成した分類です。我が国では、これに準拠した「疾

病、傷害及び死因の統計分類」を作成しています。総務省告示により、部位、原因等で大きくまとめた

大分類、共通項目を有する疾患でまとめた中分類、病態等の共通の性質を持った疾患でまとめた小

分類に分類されています。 

質問票 
特定健診時に実施する問診票で「標準的な質問票」といいます。服薬や治療状況、喫煙や運動、食

事などの生活習慣に関する項目があります。 

収縮期血圧 
心臓が収縮したときの血圧のことです。血液が心臓から全身に送り出された状態で、血圧が最も高

くなるため、最高血圧とも呼ばれています。 

人工透析 医療行為のひとつで、腎臓の機能を人工的に代替すること。正式には血液透析療法のことです。 

ストラクチャー 

保健事業を実施するための仕組みや体制を評価するものです。具体的な評価指標としては、保健指

導に従事する職員の体制（職種・職員数・職員の資質等）、保健指導の実施に係る予算、施設・設備

の状況、他機関との連携体制、社会資源の活用状況などがあります。 

生活習慣病 

日常の生活習慣によって引き起こされる病気の総称で、その定義は「食習慣、運動習慣、休養、喫

煙、飲酒などの生活習慣が、その発症や進行に関与する症候群」とされています。脂質異常症、高血

圧症、糖尿病、肥満、骨粗しょう症、がんなどが代表的です。最近は、成人だけの問題ではなく、子ど

もの時期からの発症が増えています。 
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用語 解説 

【た行】  

中性脂肪 体内の中で最も多い脂肪で、糖質がエネルギーとして脂肪に変化したものです。 

重複・多剤服薬者 
１か月間に２医療機関以上から同一の薬効で２種類以上の内服薬の処方がある人や２医療機関以

上から１５種類以上の内服薬の処方がある人のことです。 

重複・頻回受診者 
同一の疾病で１か月間に３医療機関以上受診している人や１か月間の診療実日数が１５日以上の

人のことです。 

特定健康診査（特定健診） 
医療保険者が、４０～７４歳の被保険者を対象として、毎年度実施するメタボリックシンドロームに着

目した検査項目での健康診査のことです。 

特定健康診査等実施計画 

生活習慣病（糖尿病等）の発症・重症化予防を目的として、メタボリックシンドロームに着目して実施

する特定健診・特定保健指導について、具体的な実施方法や成果に関する明確な目標等を定める

計画のことです。 

特定保健指導 
医療保険者が、特定健診の結果により健康の保持に努める必要がある人に対し、毎年度、計画的に

実施する保健指導のことです。 

【は行】  

腹囲 

へそのある位置から水平に巻き尺をまいて計測するもので、内臓脂肪の蓄積状態を知るための目安

です。メタボリックシンドロームの基準である男性８５cm 以上、女性９０cm 以上は内臓脂肪１００㎝²

に相当します。 

フレイル 

健常から要介護状態へ移行する中間の段階で、加齢に伴い筋力が衰え、疲れやすくなり、家に閉じ

こもりがちになるなど、年齢を重ねたことで生じやすい衰え全般のことを指します。また、歯や口の状

態の悪化（口腔機能の低下）のことを「オーラルフレイル」といいます。 

プロセス 

事業の目的や目標の達成に向けた過程（手順）や活動状況を評価するものです。具体的な評価指

標としては、保健指導の実施過程、すなわち情報収集、アセスメント、問題の分析、目標の設定、指導

手段（コミュニケーション、教材を含む）、保健指導実施者の態度、記録状況、対象者の満足度など

があります。 

平均寿命 
０歳児が平均して何年生きられるかという指標です。若年者の死亡が多いと、平均寿命は引き下げ

られます。寿命には、生活習慣や医療環境など様々な要素が影響するといわれています。 

法定報告 
特定健診等の実績を国に報告するもので、対象者は、特定健診等の実施年度中に４０～７４歳になる

人で当該年度の１年間を通じて国民健康保険に加入していることが条件となります。 

保健事業実施計画(データヘルス計

画) 

健康・医療情報を活用して PDCA サイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るた

めの保健事業の実施計画のことです。 

ポピュレーションアプローチ 集団全体に働きかけ全体のリスクの低下を図ることです。 
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用語 解説 

【ま行】  

メタボリックシンドローム該当者 

腹囲に脂肪がつく内臓脂肪型肥満に加えて、「高血圧」「高血糖」「脂質異常症」の危険因子のうち

いずれか２つ以上を併せ持った状態のことです。これらの危険因子は１つだけでも動脈硬化を招きま

すが、複数の因子が重なることによって互いに影響しあい、動脈硬化が急速に進行します。「メタボリ

ック」は「代謝」の意味です。 

メタボリックシンドローム予備群 
腹囲が基準値以上であり、「高血圧」「高血糖」「脂質異常症」の危険因子のうちいずれか１つに当

てはまるとメタボリックシンドローム予備群と診断されます。 

【や行】  

有所見 健診結果において、何らかの異常所見が見られる状態のことです。 

要介護認定 

介護サービスを利用するためには、「介護を要する状態にある」という認定を受ける必要があります。

サービス利用希望者からの申請により、市町村が訪問調査結果等に基づき認定します。介護の必要

度（要介護度）は「要支援１～２」「要介護１～５」に分かれます。 

【ら行】  

レセプト（診療報酬明細書） 
医療費の請求明細のことで、保険医療機関・保険薬局が医療保険者に医療費などを請求する際に

使用するものです。病名、薬剤名、検査名などの医療費の明細が記載されています。 
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